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事業事前評価表

国　名：セルビア共和国

案件名：和名  エネルギー消費セクターにおけるエネルギー管理制度拡大支援プロジェクト

英名  The Project for Assistance of Enhancement of Energy Management System in Energy 
Consumption Sectors

（１）当該国におけるエネルギーセクターの現状と課題

セルビア共和国（以下、「セルビア」と記す）は一次エネルギー総供給量の 50％以上を自

国の石炭供給で賄っているものの、石油の約 79％（2009 年）、天然ガスの約 90％（2009 年）

を主にロシアからの輸入に頼っており、一次エネルギー全体に占める輸入依存度は 40％程度

にも上っている。エネルギー安全保障の観点から、エネルギー源の多様化とともに省エネル

ギーの推進が求められている。

また、セルビアは EU 加盟に向けて 2006 年に EU 及び南東欧諸国のエネルギー共同体条

約（Energy Community Treaty）に加盟しており、エネルギー効率化に関する EU 指令（EU 
Directive 2006/32/EC）と整合性をとるべく努力する必要がある。同指令では 2008 年から

2016 年の 9 年間に最終エネルギー消費量を 9％削減することが規定されており、エネルギー

消費削減の中間目標を設定する 3 カ年ごとの国家行動計画作成が求められている。

かかる状況下、JICA はセルビアにおいて開発計画調査型技術協力「エネルギー消費セク

ターにおけるエネルギー管理導入調査」（2009 年 6 月～ 2011 年 6 月）を実施した。同調査を

通じて、セルビアの産業部門のエネルギー消費量は最終エネルギー消費量の 25％に上り、産

業部門のエネルギー原単位は、わが国と比較すると 4 倍以上であることから、産業部門の省

エネルギーポテンシャルは十分にあることが判明している。同調査の成果であるエネルギー

管理制度の制度設計と同制度構築に係る提言を踏まえ、セルビアは、「エネルギー効率利用に

係る法律（以下、「省エネルギー法」と記す）を 2013 年 3 月に制定した。省エネルギー法の

制定を受け、エネルギー管理制度・診断制度の枠組みの策定及びエネルギー管理士・診断士

の人材育成が急務となっている。

「エネルギー消費セクターにおけるエネルギー管理制度拡大支援プロジェクト」（以下、

「本事業」と記す）は、セルビア政府からわが国に対して 2010 年 9 月に要請され、2011 年 8
月に採択されている。本事業開始の前提条件である省エネルギー法が制定されたことから、

2013 年 7 月から 11 月にかけて詳細計画策定調査を実施することとした。その際、現地調査

を 3 回に分け、7 月に第 1 次現地調査としてセルビア側の現状・課題を抽出・確認し、9 月に

第 2 次現地調査として本格協力の枠組みを決定するための討議議事録（R/D）協議を行い
1
、11

月に第 3 次現地調査としてセルビア側のエネルギー管理制度・診断制度の枠組みに係る確認・

助言を行うこととした
2
。

1
　 本事業事前評価表は第 2 次現地調査において官団員を加えて R/D 協議を実施し、技術協力プロジェクトの枠組みについて合意を

得た際に作成したものである。
2
　第 1 次～第 3 次現地調査を通じて、脚注 10 にある関連法令の策定に係る確認・助言を行っている。

１．案件名

２．事業の背景と必要性

○○○○○○○○
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（２）当該国におけるエネルギーセクターの開発政策と本事業の位置づけ

セルビアでは、2004 年に制定されたエネルギー法において、エネルギーセクター改革の枠

組みが作られ、2005 年 5 月にエネルギーセクター開発戦略 2005 ～ 2015、2007 年 1 月にはエ

ネルギー戦略実施プログラム 2007 ～ 2012 が策定され、これらの中で省エネルギーの推進が優

先課題として取り上げられている。事前評価時点（2013年9月）では、2025年までのエネルギー

開発戦略（案）
3
及びエネルギー効率化アクションプラン 2013 ～ 2015（案）が策定されており、

これらの計画の中でエネルギー管理制度の実施が省エネルギー推進の核となっている。

また、2013 年 3 月に「省エネルギー法」が議会承認を経て制定されており、エネルギー

管理制度は、重点施策の一つとして掲げられている。セルビア側は、エネルギー管理制度を

2015 年 1 月より運用開始することを決定しており、本事業は同制度の構築・実施支援を担う

ものである。

（３）セルビア省エネルギー分野に対するわが国及び JICA の援助方針と実績

対セルビアのわが国援助方針の 3 つの重点分野（市場経済化、医療・教育、環境保全）の

うち、本事業は「環境保全」の中に位置づけられているものである。同国の環境保全に係る

わが国の協力実績のうち、エネルギー効率化等に関連する主なものは以下のとおり。

・　 開発計画調査型技術協力「エネルギー消費セクターにおけるエネルギー管理制度導入調

査」（2009 ～ 2011 年）

・　 技術協力プロジェクト「国としての適切な緩和行動（NAMA）能力開発プロジェクト」 
（2010 ～ 2013 年）

・　地球規模課題対応国際科学技術協力「家畜排泄物利用バイオマス研究」（2011 ～ 2013 年）

（４）他の援助機関の対応

他援助機関により実施されている主要な省エネルギー事業は以下のとおり。

技術協力

地方自治体の公共建物を対象とし、ドイツ国際協力公社（GIZ）はエネルギーパスポート
4

発行等の支援を実施しており、国連開発計画（UNDP）はエネルギー消費状況の評価・分析

支援に着手しつつある。欧州復興開発銀行（EBRD）は公共部門を対象とし、ESCO 事業
5
の

促進のための法制度整備支援等を開始している。

有償資金協力

公共部門に対するエネルギー消費効率化を目的として、ドイツ復興金融公庫（KfW）が地

域暖房設備や学校の省エネルギー事業に対する融資、EBRD は地域暖房設備や産業向けの省

エネルギー事業に関する融資を実施している。

（１）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む）

本事業はセルビアにおいて、エネルギー管理制度の実施スキーム策定、エネルギー管理士

とエネルギー診断士の育成支援、担当政府機関の実施能力強化を行うことにより、エネル

ギー管理制度の導入と実施促進を図り、もってエネルギー管理制度下の指定事業者のエネル

3
　 2030 年までのエネルギー消費予測を含む。

4
　 建物の構造・構成を確認することにより、エネルギー効率を評価・公表し、建物を格付けする制度。

5
　 エネルギーサービスカンパニー（Energy Service Company：ESCO）。エネルギー診断から省エネルギー推進策を提案・実施等、省

エネルギー効果を保証するパフォーマンス契約等を通じて、包括的な省エネルギーサービスを提供する事業者。

３．事業概要
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ギー消費削減に寄与するものである。

（２）プロジェクトサイト / 対象地域名

セルビア全土

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ）

・　エネルギー・開発・環境保全省（MEDEP）担当スタッフ

・　研修機関担当スタッフ・トレーナー

・　エネルギー管理制度下の指定事業者
6
及びエネルギー管理士

・　エネルギー診断士

（４）事業スケジュール（協力期間）

2014 年 2 月～ 2016 年 2 月（25 カ月）

（５）総事業費（日本側）

約 2 億円

（６）相手国側実施機関

・　 エネルギー・開発・環境保全省（Ministry of Energy, Development and Environment 
Protection：MEDEP）

・　研修機関（Training Organization：TO）（未定）
7

（７）投入（インプット）（予定）

１）日本側

・　短期専門家（6 名）

総括 / 省エネルギー政策・制度

エネルギー管理制度

省エネルギー資格研修制度

省エネルギー技術（熱）

省エネルギー技術（電気）

省エネルギー技術（機材調達）

・　供与機材（省エネルギー実習機材）

ボイラー及びスチームトラップ設備、ポンプ設備、コンプレッサー設備、診断機材

２）セルビア側

・　カウンターパート（C/P）の配置

プロジェクト・ディレクター〔MEDEP 次官（State Secretary）〕
プロジェクト・マネージャー（MEDEP 省エネルギー局長）

プロジェクト・コーディネーター（ MEDEP 省エネルギー局エネルギー管理制度グルー

プ長）

別途、作業内容に応じて複数のワーキンググループを配置予定。

6
　 エネルギー管理制度で定められた原油換算で一定のエネルギー消費量以上の事業所。セルビア初年度指定事業者は、開発計画調

査型技術協力で算定されたしきい値を用いる予定。
7
　 研修機関（TO）は、2013 年 9 月に発出された MEDEP 大臣の正式文書において、ベオグラード大学機械工学部に内定している。

関連法令の制定を受けて、2014 年 3 月を目途に正式決定される予定である。
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・　実習機材設置サイトの提供

・　事務所スペース・備品等

・　ローカルコスト（実習機材設置サイトに係る準備費用、研修実施費用等）

（８）環境社会配慮・貧困削減・社会開発

１）環境に対する影響 / 用地取得・住民移転

①カテゴリ分類：C
②カテゴリ分類の根拠

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年公布）に掲げる影響を

及ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましく

ない影響は最小限であると判断されるため。

２）ジェンダー平等推進 / 平和構築・貧困削減

特になし。

３）気候変動対策との関連

セルビアは EU 指令との整合性をとるべく、2008 年から 2016 年の 9 年間に最終エネ

ルギー消費量を 9％削減することを念頭に省エネルギー目標を策定している。本事業は、

2013 年 3 月に施行された省エネルギー法のもとで導入されるエネルギー管理制度の実施促

進を行うものであり、エネルギー管理士・診断士の人材育成を通じて、指定事業者におけ

る省エネルギーの推進を支援することから、気候変動対策政策のうち、緩和策に資するも

のである。

（９）関連する援助活動

１）わが国の援助活動

2009 ～ 2011 年にかけて実施した開発計画調査型技術協力「エネルギー消費セクターにお

けるエネルギー管理制度導入調査」では、セルビアの状況に合ったエネルギー管理制度設

計の検討を行っている。

２）他ドナー等の援助活動

人口 2 万人以上の地方自治体の公共建物はエネルギー管理制度の対象であり、本事業の

対象である。他方で、GIZ と UNDP も地方自治体の公共建物を対象に技術協力を実施して

いる。本事業は法的に位置づけられた国家エネルギー管理制度の導入・実施支援を行う一

方で、UNDP の技術協力は任意のエネルギー消費評価・分析ツールを提供するものである

ため、重複はなく、互いに補完し合うものであることが確認されている。また、GIZ の技

術協力は、建物を格づけするための制度支援であるため、エネルギー管理と関連はあるも

のの、重複はないことが確認されている。

本事業のエネルギー管理における研修実施や定期報告書の作成においては GIZ と UNDP
と適宜情報交換し、効果発現のために必要な連携や調整を行うことが望ましい。

（１）協力概要

１）上位目標

エネルギー管理制度下の指定事業者における省エネルギーが推進される。

４．協力の枠組み
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【指標】

・　 2019 年までに全指定事業者の 5 カ年の平均でエネルギー総量
8
削減のパーセンテージが

年間 1％となる。

・　2020 年までに工業セクターの全指定事業者に対し、エネルギー診断が行われる。

２）プロジェクト目標

エネルギー管理制度が導入され、実施される。

【指標】

・　 2016 年のプロジェクト終了時までに少なくとも 100 の指定事業者が定期報告書におい

てエネルギー消費の現状を分析し、エネルギー効率向上の計画を策定できるようにな

る
9
。

３）成果及び活動

成果１：エネルギー管理と診断制度のスキーム設計がなされる。

【指標】

1.1　2014 年 3 月までに公表された全政令・省令
10
。

1.2　2014 年 6 月までに作成する全指定事業者のリストと数。

1.3　エネルギー管理制度のガイドブック。

1.4　エネルギー管理及びエネルギー診断のデータベース。

1.5　2015 年末までにエネルギー管理制度推進に関する資金的インセンティブの供与。

【活動】

1-1　エネルギー管理制度に必要な MEDEP の省令、決議、規則等の見直しをする。

1-2　指定事業者を特定するためのエネルギー消費調査を行う。

1-3　ガイドブックを作成する。

1-4　エネルギー管理制度のデータベースのプログラム作成を行う。

1-5　�エネルギー管理制度の促進のための省エネルギー基金やその他の基金の活用に係る

計画を策定する。

1-6　 エネルギー管理制度の促進のための省エネルギー基金やその他の基金の活用に係る

計画を実施する。

成果２：エネルギー管理士
11
及びエネルギー診断士

12
の座学研修プログラムが確立される。

【指標】

2.1　 2014 年 4 月までに 4 名以上がエネルギー管理制度のトレーナーが研修実施の指導を

受ける。

2.2　 2014 年 9 月までに全指定事業者からのエネルギー管理士候補生が座学研修を終了す

る。

2.3　2014 年 12 月までにエネルギー診断士候補生向けの座学研修が 1 回以上実施される。

8
　 エネルギー原単位が単位生産量当たりに対して使用するエネルギー量であるのに対し、エネルギー総量とは単純に全消費量とな

る。エネルギー総量の場合、生産増加による消費量増加もカウントされることとなり、エネルギー効率をみるには原単位のほう

がより適切といえるが、セルビア側の希望で EU 指令との整合性の観点からエネルギー総量となっている。
9
　 エネルギー管理制度実施の初年度の実績として、これらの全指定事業者が MEDEP の指示に従い、定期報告書において分析・計

画作成の最低限のスキルを示していることを指す。
10

　 省エネルギー法下の関連法令は、1 つの政令（Decree）、7 つの省令（Rulebook）、1 つの決議（Decision）で構成される予定。そ

の一部は 2013 年 11 月に制定・施行され、残りは 2014 年 3 月に制定・施行される見込みである。
11

　 指定事業者で選任され、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギー消費効率の向上及びモニタリングを行い、エネルギー使

用量とエネルギー管理計画の定期報告書作成を担う。
12

　 指定事業者におけるエネルギー診断を行い、エネルギー削減ポテンシャルを提示し、対策を提案する。
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【活動】

2-1　エネルギー管理士向け座学研修プログラムのカリキュラムを作成する。

2-2　エネルギー管理士向け座学研修の教科書と副教材を作成する。

2-3　エネルギー診断士向け座学研修プログラムのカリキュラムを作成する。

2-4　エネルギー診断士向け座学研修の教科書と副教材を作成する。

2-5　エネルギー管理士のトレーナーに対し、研修方法を指導する。

2-6　エネルギー診断士のトレーナー研修を実施する。

2-7　エネルギー管理士の座学研修を実施する。

2-8　エネルギー診断士の座学研修を実施する。

成果３：エネルギー管理士及びエネルギー診断士の実技研修プログラムが確立される。

【指標】

3.1　2015 年 3 月までにすべての実習機材が据付され、稼働できるようになる。

3.2　 2015 年 3 月までに 4 名以上のエネルギー管理士・診断士のトレーナーが実技研修を

終える。

3.3　2015 年 5 月までに 1 回以上のエネルギー診断士向け実技研修が実施される。

3.4　2015 年末までに 100 名以上のエネルギー管理士が実技研修を終える。

【活動】

3-1　実習機材の詳細設計をする。

3-2　実習施設を準備する。

3-3　実習機材を調達する。

3-4　実技研修プログラムのカリキュラムを作成する。

3-5　実技研修の教科書と副教材を作成する。

3-6　エネルギー管理士とエネルギー診断士のトレーナー研修を実施する。

3-7　エネルギー管理士・診断士の実技研修を実施する。

成果４：エネルギー管理士と診断士の資格が制度化される。

【指標】

4.1　 2015 年末までに 100 以上の指定事業者にエネルギー管理士資格認定された人材がい

る。

4.2　 2015 年末までに 15 人以上がエネルギー診断士の資格認定を受ける。

【活動】

4-1　エネルギー管理士用試験を準備する。

4-2　エネルギー管理士試験を実施する。

4-3　エネルギー管理士の資格証明書を発行する。

4-4　エネルギー診断士用試験を準備する。

4-5　エネルギー診断士試験を実施する。

4-6　エネルギー診断士の資格証明書を発行する。

成果５：MEDEP のエネルギー管理及び診断制度の実施・管理能力が強化される。

【指標】

5.1　 MEDEP の C/P が自身でエネルギー効率化の普及・啓蒙プログラムを実施できるよ
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うになる
13
。

5.2　 MEDEP の C/P がマニュアルに従って指定事業者のレポートやデータをモニターで

きるようになる。

5.3　 MEDEP の C/P がエネルギー管理制度の再検討を行い、必要に従って見直しできる

ようになる。

【活動】

5-1　指定事業者とエネルギー管理士のための普及啓発活動・セミナーを計画する。

5-2　指定事業者とエネルギー管理士のための普及啓発・セミナーを実施する。

5-3　指定事業者のモニタリング及びチェックマニュアルを作成する。

5-4　指定事業者の監査マニュアルを作成する。

5-5　指定事業者のモニタリングを実施する。

5-6　エネルギー診断士のパフォーマンスチェックを実施する。

5-7　エネルギー管理制度の実施を再検討する。

5-8　エネルギー管理制度に必要な見直しを行う。

４）プロジェクト実施上の留意点

・　 セルビア側は、エネルギー管理制度を 2015 年 1 月より運用開始することを決定してい

る。このため、今後のスケジュールについては、セルビア側の関連法令の策定完了と

公表が最優先事項であるとともに、順次、TO の正式決定と対象指定事業者の選定・公

表が必要であり、研修サイト準備や研修テキスト作成を迅速に行う必要がある。また、

適宜、供与機材である省エネルギー実習機材の調達または通関に係る免税措置を確保

する必要がある。これらセルビア側が主に負担する事項は、作業の遅れのほか、調

整・承認などの手続きにも時間を要する可能性がある。現行の活動計画（PO）はセル

ビア側が掲げるタイトなスケジュールを前提に日本側の投入のタイミングを計画して

いるため、遅延が生じる場合は早めに見極め、必要に応じて日本側の専門家派遣や機

材投入スケジュールの再調整を適宜行う。

・　 指定事業者の決定のためのベースライン調査はプロジェクト開始後に行われる。事前

評価時点では、プロジェクト目標や上位目標の数値については過去の開発計画調査型

技術協力で算定した推定値等を参照しているが、指定事業者が正式に確定した時点で

同数値の妥当性について確認が必要
14
。

・　 本事業の実施においては、本事業の枠組みのみならず、そのほかにも指定事業者によ

る省エネルギー事業推進のための資金・技術支援がタイミング良く供与されることが

望ましい。エネルギー管理制度の推進においては、省エネルギー分野で支援を行って

いる他ドナーと密接に情報交換し、連携を行うことによって有効性やインパクトが高

まることが期待できる。

（１）事業実施のための前提

・　MEDEP がプロジェクト実施体制と研修機関を準備する
15
。

13
　 エネルギー管理制度に係る指定事業者への周知を行い、対応事項に係る普及・啓発を図る。

14
　 脚注 5 参照。

15
　 TO は、MEDEP 大臣の正式文書によりベオグラード大学に内定している（脚注 7 参照）。セルビア側は、事業開始前までに、TO
の正式決定に向けた準備を行うとともに、TO の予算措置について検討・準備する必要がある。

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール）
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（２）成果達成のための外部条件

・　（投入時予算以降においても）研修実施のための予算が継続的に確保される。

・　他ドナーのプロジェクトが、本事業との整合性を確保する。

・　主要 C/P が頻繁に交代しない。

（３）プロジェクト目標達成のための外部条件

・　研修を受けたエネルギー管理士が各配置先においてエネルギー管理業務を担当する。

（４）上位目標達成のための外部条件

・　エネルギー管理制度運用継続のための予算手当が行われる。

本事業は、セルビアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、実施意

義は高い。なお、研修機関の正式決定とセルビアの C/P 機関の体制整備については、「５．前提条

件・外部条件」のとおり、留意が必要である。

（１）過去の類似案件の教訓

類似案件であるトルコ「省エネルギープロジェクト」（2000 ～ 2005 年）、及び、タイ「エ

ネルギー管理者訓練センタープロジェクト」（2002 ～ 2005 年）、並びに、ポーランド「ポー

ランド・日本省エネルギー技術センタープロジェクト」（2004 ～ 2008 年）の事後評価やプロ

ジェクト研究
16
等から得られた教訓として、省エネルギー研修が相手国の上位政策や法律の中

に位置づけられていること、日本側と相手国側でのプロジェクト目標を明確に定義し、共通

認識を持つことが重要であったとされている。

また、別の類似案件である、イラン「省エネルギー推進プロジェクト」（2003 ～ 2007 年）

の教訓として、供与機材設置の遅れ・機材の不具合による技術移転の遅れ等の問題が生じ、

円滑な技術移転のために供与機材と研修内容の連動性の確保が重要であることが指摘されて

いる。

（２）本事業への活用

１）法律の位置づけ

本事業では、上位政策とプロジェクトの整合性をとる観点から、省エネルギー法の制定

を事業開始の条件とし、事業開始後においても、関連法令
17
の策定を支援しつつ、活動を実

施する予定である。

２）プロジェクト目標の明確化

本事業は、先方との具体的な目標を共有するため、プロジェクト目標では「100 以上の指

定事業者がエネルギー消費分析と省エネルギー計画を作成できるようになる」という指標

の定量化・具体化を行い、また上位目標についても指定事業者のエネルギー消費削減に定

量的な目標値を定め、関係者の共通理解を得るように努めている。

16
　 JICA（2006）省エネルギー分野調査研究報告書。

17
　 脚注 10 参照。

６．評価結果

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用
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３）実習機材の取扱い

本事業では、機材供与の遅れや保守管理の問題が発生しないよう、プロジェクト計画段

階から、セルビア側の状況・習慣・維持管理体制にも留意しつつ、効率的な技術移転の妨

げとならないよう十分な準備を行う。

（１）今後の評価に用いる主な指標

４．（１）のとおり。

（２）今後の評価計画

事業開始 6 カ月以内  ターゲットグループ（指定事業者）の特定のための調査実施 
（ベースライン調査）

事業終了 6 カ月前 終了時評価

事業終了 3 年後 事後評価

８．今後の評価計画



－ 1 －

第１章　調査の概要

１－１　調査の背景

セルビア共和国（以下、「セルビア」と記す）は一次エネルギー総供給量の 50％以上を自国の

石炭供給で賄っているものの、石油の約 79％（2009 年）、天然ガスの約 90％（2009 年）を主に

ロシアからの輸入に頼っており、一次エネルギー全体に占める輸入依存度は 40％程度にも上っ

ている。エネルギー安全保障の観点から、エネルギー源の多様化とともに省エネルギーの推進が

求められている。

また、セルビアは EU 加盟に向けて 2006 年に EU 及び南東欧諸国のエネルギー共同体条約

（Energy Community Treaty）に加盟しており、エネルギー効率化に関する EU 指令（EU Directive 
2006/32/EC）と整合性をとるべく努力する必要がある。同指令では 2008 年から 2016 年の 9 年間

に最終エネルギー消費量を 9％削減することが規定されており、エネルギー消費削減の中間目標

を設定する 3 カ年ごとの国家行動計画作成が求められている。

かかる状況下、JICA はセルビアにおいて開発計画調査型技術協力「エネルギー消費セクター

におけるエネルギー管理制度導入調査」（2009 年 6 月～ 2011 年 6 月）を実施した。同調査を通じて、

セルビアの産業部門のエネルギー消費量は最終エネルギー消費量の 25％に上り、産業部門のエ

ネルギー原単位は、わが国と比較すると 4 倍以上であることから、産業部門の省エネルギーポテ

ンシャルは十分にあることが判明している。同調査の成果であるエネルギー管理制度の制度設計

と同制度構築に係る提言を踏まえ、セルビアは「エネルギー効率利用に係る法律（以下、「省エ

ネルギー法」と記す）」を 2013 年 3 月に制定した。省エネルギー法の制定を受け、エネルギー管

理制度の枠組みの策定、エネルギー管理士及び診断士の人材育成が急務となっている。

「エネルギー消費セクターにおけるエネルギー管理制度拡大支援プロジェクト」（以下、「本事

業」と記す）は、セルビア政府からわが国に対して 2010 年 9 月に要請され、2011 年 8 月に採択

されている。対セルビアのわが国援助方針の 3 つの重点分野（市場経済化、医療・教育、環境保

全）のうち、本事業は「環境保全」の中に位置づけられているものである。本事業開始の前提条

件である省エネルギー法が制定されたことから、2013 年 7 月から 11 月にかけて詳細計画策定調

査を実施した。その際、現地調査を 3回に分け、7月に第 1次現地調査としてセルビア側の現状・

課題を抽出・確認し、9 月に第 2 次現地調査として本格協力の枠組みを決定するための討議議事

録（Record of Discussion：R/D）協議を行い、11 月に第 3 次現地調査としてセルビア側のエネルギー

管理制度の枠組みに係る確認・助言を行った。

詳細計画策定調査の結果、セルビア側は、2015 年 1 月からのエネルギー管理制度の導入・実

施開始に向けて、急ピッチで準備を進めており、政令（Decree）や省令（Rulebook）などの関連

法令を 2014 年 3 月までに制定する見通しであることが判明した。また、エネルギー・開発・環

境保全省（Ministry of Energy, Development and Environment Protection：MEDEP）大臣の正式レター

により、ベオグラード大学機械工学部が研修機関（Training Organization：TO）に内定し、供与機

材となる省エネルギー実習機材が同学部に納入される予定であることが確認された。本事業は、

エネルギー管理制度の導入・実施を目的として、制度構築支援及び人材育成を行うものであり、

2014 年 2 月に本格協力を開始するべく準備を進めるものである。
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１－２　調査の目的

セルビアの省エネルギー関連法令の準備状況について確認するとともに、エネルギー管理制

度・診断制度の枠組みに係る進捗状況を確認し、関係者との R/D 協議を通じて、技術協力プロ

ジェクトの詳細計画を策定する。

１－３　調査団構成

氏　名 担当分野 所　属

伊藤　晃之 総括

独立行政法人国際協力機構産業開発・公共政策

部資源・エネルギーグループ資源・エネルギー

第一課　課長

山口　俊太 協力企画

独立行政法人国際協力機構産業開発・公共政策

部資源・エネルギーグループ資源・エネルギー

第一課　特別嘱託

三島　光恵 評価分析 OPMAC 株式会社海外事業部　次長

川野　泰
業務主任 / 省エネルギー

政策・制度

東京電力株式会社国際部海外省エネコンサル

ティング開発　グループマネージャー

高橋　進 エネルギー管理制度
ワイ・エス・ケイコンサルタンツ株式会社省エ

ネルギー事業部　事業部長

檜垣　定夫 エネルギー診断制度
ワイ・エス・ケイコンサルタンツ株式会社　上

級技術コンサルタント

井上　友幸 データベース・統計分析 A
テクノソフトエネルギー計画コンサルティング

グループ　総括マネージャー

高島　洋平 データベース・統計分析 B
東京電力株式会社国際部海外省エネコンサル

ティング開発グループ

Mr. Zarko Galic 省エネルギー技術 A En Co Tech Consulting & Engineering

中島　まどか 省エネルギー技術 B
東京電力株式会社国際部海外省エネコンサル

ティング開発グループ

１－４　調査日程

１－４－１　第 1 次現地調査

（１）調査日程

2013 年 7 月 14 日（日）～ 27 日（土）

（２）調査団員

業務主任 / 省エネルギー政策・制度 川野　泰 7 月 14 日（日）～ 27 日（土）

エネルギー管理制度 高橋　進 7 月 14 日（日）～ 27 日（土）

エネルギー診断制度 檜垣　定夫 7 月 14 日（日）～ 27 日（土）

データベース ･ 統計分析 A 井上　友幸 7 月 14 日（日）～ 27 日（土）
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省エネルギー技術 A Mr. Zarko Galic 7 月 14 日（日）～ 27 日（土）

 （セルビア在住）

１－４－２　第 2 次現地調査（R/D 協議）

（１）調査日程

2013 年 9 月 15 日（日）～ 28 日（土）

（２）調査団員

総括 伊藤　晃之 9 月 24 日（火）～ 28 日（土）

協力企画 山口　俊太 9 月 22 日（日）～ 28 日（土）

評価分析 三島　光恵 9 月 15 日（日）～ 28 日（土）

業務主任 / 省エネルギー政策・制度 川野　泰 9 月 18 日（水）～ 28 日（土）

エネルギー診断制度 檜垣　定夫 9 月 15 日（水）～ 28 日（土）

データベース ･ 統計分析 B 高島　洋平 9 月 15 日（水）～ 28 日（土）

省エネルギー技術 A Mr. Zarko Galic 9 月 15 日（水）～ 28 日（土）

� （セルビア在住）

１－４－３　第 3 次現地調査

（１）調査日程

2013 年 11 月 24 日（日）～ 30 日（土）

（２）調査団員

業務主任 / 省エネルギー政策・制度 川野　泰 11 月 24 日（日）～ 30 日（土）

エネルギー診断制度 檜垣　定夫 11 月 24 日（日）～ 30 日（土）

省エネルギー技術 A Mr. Zarko Galic 11 月 24 日（日）～ 30 日（土）

 （セルビア在住）

１－５　主要面談者

（１ ）エネルギー・開発・環境保全省（Ministry of Energy, Development and Environmental Protection：
MEDEP）
- Mr. Dušan Mrakić, State Secretary, MEDEP
- Ms. Antonela Solujić, Head of Department for Energy Efficiency, MEDEP
- Ms. Vesna Rodić, Head of Energy Management System Group, MEDEP
- Ms. Milica Vujić, Advisor, MEDEP
- Ms. Dragana Jović, Advisor, MEDEP
- Dr. Dimitrije Lilić, Advisor, MEDEP
- Dr. Maja Durović-Petrović, MEDEP / European University
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（２）ベオグラード大学（Belgrade University）
-  Dr. Miloš Banjac, Associate Professor, Department of Thermo Dynamics, Faculty of Mechanical 

Engineering, Belgrade University

（３）在セルビア日本国大使館（Embassy of Japan：EOJ）
- 黒木　雅文　在セルビア日本国大使館　駐セルビア特命全権大使

- 菅野　善文　在セルビア日本国大使館　一等書記官

（４）国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）

- 阿部　俊哉　　バルカン事務所　所長

- 松本　幸治　　バルカン事務所　所員

- 斎藤　由美子　バルカン事務所　企画調査員

- Ms. Irena Popović, Program Officer, JICA Balkan Office



－ 5 －

第２章　調査結果

２－１　団長所感

セルビア側のマスタープラン（Master Plan：MP）実施からの日本側への信頼感と両者間の良好

な関係に加え、省エネルギー法により、2015 年からエネルギー管理制度を開始することが規定

されていることから、本事業に対する期待の強さをうかがうことができた。また、非常に少ない

陣容ではあるが、必要な省令や規定のドラフティングも進めてきており、一定のオーナーシップ

の高さと事務処理能力も確認できた。

今後の事業立ち上げにあたり留意すべき点は「２－４」に記載のとおりであるが、特に TO の

正式決定に向けた動きや MEDEP の体制整備等につき、事務所を通じたフォローアップに期待し

たい。また、エネルギー管理制度支援案件では常に機材調達をいかにスムースに行うかが重要な

ポイントとなるが、バルカン事務所の体制にも十分留意しつつ、供与機材の調達方法について早

急に確定する必要がある。

既述のとおり、本事業は約 2 年間の短い事業ではあるが、制度開始までの時間的な余裕に乏し

いことから、日本側・セルビア側双方がいかに遅滞なく手続きや検討を進めていくかが重要であ

り、その点を十分わきまえつつ、案件の立ち上げとモニタリングを進めていくこととしたい。

２－２　プロジェクトの基本計画・概要

セルビア側から提出された本事業の要請書及び関連資料を基に、詳細計画策定調査団と先

方政府との協議を通じて、作成されたプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design 
Matrix：PDM）の概要は以下のとおりである。

２－２－１　プロジェクト目標

エネルギー管理制度が導入され、実施される。

【指標】

・　 2016 年のプロジェクト終了時までに少なくとも 100 の指定事業者が定期報告書において

エネルギー消費の現状を分析し、エネルギー効率向上の計画を策定できるようになる 。

（１）能力強化の対象範囲（ターゲットグループ）

プロジェクト目標のターゲットグループはエネルギー管理制度下で MEDEP が定める指

定事業者である。MEDEP は、エネルギー管理制度の初年度の運用において、JICA 開発計

画調査型技術協力「セルビア国エネルギー消費セクターにおけるエネルギー管理制度導入

調査（2011 年）（以下、「JICA 調査 2011」と記す）で既存のデータ
18
から推定して計算さ

れた「しきい値」
19
を使用して指定事業者を特定する計画である。同調査によれば、指定

18
　電力消費量から推定されたエネルギー使用量を基に概算。

19
　 カテゴリー A-1：鉱工業セクター、転換セクター（電力、エネルギー供給、燃料転換）等、年間エネルギー消費量が 2,500TOE（原

油換算トン）以上の事業者。

カテゴリー A-2：商業ビルセクター等、年間エネルギー消費量が 1,000TOE 以上の事業者。

カテゴリー B-1：地方自治体オフィス、地方自治体所有施設（学校、病院、熱供給設備、電灯等）等、人口 2 万人以上の自治体。

カテゴリー B-2：中央政府オフィス、中央政府所有施設（学校、病院等）すべてを対象。
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事業者は政府機関も含めて 300 程度と推定されている。指定事業者の中には、中央政府機

関や市の設備・建物、各種産業・業務部門の事業者等、様々な対象が含まれている。

（２）指標設定と測定

本プロジェクトは、指定事業者が MEDEP の定めた報告書フォーマットにしたがってエ

ネルギー消費の現状分析を行い、実施可能なエネルギー効率化の計画策定ができるように

なることをプロジェクト終了時までの目標とした。本プロジェクトの協力期間中に、初年

度（2015 年）の定期報告書が指定事業者から提出される見通しのため、これを日本側が

確認し、ターゲットグループの能力向上を検証する根拠とすることとした。

本来、全指定事業者が同じレベルで適切に報告書を作成・提出することが制度運用上

必要である。しかし、導入初年度は、すべての事業者が自ら適切な報告書を作成できる

とは限らず、多くの場合、何度か MEDEP 側とやりとりを行い、指導を受けつつ報告書が

最終化されるとみられる。本プロジェクトで支援するのは導入初年度の試行的期間であ

ること、また初年度における MEDEP 側の人員数が万全に配置できる見込みが現時点では

不明であることから、指定事業者の報告書作成能力にバラツキがあることが想定される。

MEDEP 側と何度か協議した結果、まずは最低でも 100 の指定事業者から、一定の質を確

保している報告書、すなわち分析と計画策定を最低限含む報告書が提出されることをめざ

すこととした。

おそらく、エネルギー消費状況の分析についてはどの事業者も指導すれば最終的には適

切にできるようになると考えられるが、年間エネルギー消費量 1％の削減計画に関して、

初年度にどれほど実現可能なものが計画されるかについては、各事業者のその時の経営状

況や設備更新のタイミングにもよるため、一概にはいえない。したがって、実現可能な省

エネルギー計画が策定できるか否かについても報告書の質の確保に含めると全事業者とす

ることは難しいと思われたため、少なくとも一定数以上のものが確認できることとした。

なお、JICA 調査 2011 を通じて、指定事業者数は 300 程度と推定されており、正確な数

についてはプロジェクト開始後のエネルギー消費調査を通じて、2014 年 6 月頃までに決

定される見通しである。仮に、JICA調査2011の結果と同様に指定事業者が 300程度となっ

た場合、初年度はその 3 分の 1 以上において、質の確保された定期報告書が作成・提出さ

れることをめざすことになる。

報告書の内容の適切性の確認については、質的評価となるため、定期報告書をチェッ

クする MEDEP のカウンターパート（Counterpart：C/P）職員の評価、日本人専門家による

MEDEP 側の C/P の評価に対する二次評価（報告書自体はセルビア語となるため、いくつ

かサンプリングして内容を精査）、エネルギー診断が終了時までに行われていれば、エネ

ルギー診断士による評価、また、報告書作成したエネルギー管理士へのサンプリングイン

タビュー等によって、多面的な角度から情報収集したうえで能力向上について評価する。
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２－２－２　上位目標

エネルギー管理制度下の指定事業者における省エネルギーが推進される。

【指標】

・　 2019 年までに全指定事業者の 5 カ年の平均でエネルギー総量削減のパーセンテージが

年間 1％となる。

・　 2020 年までに工業セクターの全指定事業者に対し、エネルギー診断が行われる。

1 番目の指標については、2015 年から指定事業者の定期報告書の提出が開始されるので、プ

ロジェクト終了時から 3 年後にあたる 2019 年までに 5 カ年分の報告書が蓄積されることを勘

案し設定した。1％の削減目標数値は、調査団側の提案に対し、セルビア側と協議のうえ、妥

当な数値として掲げた。また、全指定事業者の 5 カ年平均としたのは、毎年省エネルギー計画

が策定できるか否かについて各指定事業者の状況が異なり、一律毎年 1％削減と設定すること

は現実的でないと判断したからである。

エネルギー原単位が単位生産量当たりに対して使用するエネルギー量であるのに対し、エネ

ルギー総量とは単純に全消費量となる。エネルギー総量の場合、生産増加による消費量増加も

考慮されないこととなる。このため、エネルギー効率を検証するには原単位のほうがより適切

といえるが、セルビア側の希望で EU 指令との整合性の観点からエネルギー総量が指標となっ

ている。

2 番目の指標については、インパクト指標というより、工業セクターに関しては、5 年に一

度エネルギー診断を受けることが義務となっているため、制度運営上行われていなければなら

ないものである。評価判断としては、エネルギー診断を行った企業のうち、省エネルギー推進

が適切に行われている企業の割合も検証し、分析を行うことが望ましい。

２－２－３　成果・活動

プロジェクトの成果と活動について示す。なお、日本側、セルビア側の役割分担について

は、R/D に添付されている活動計画（Plan of Operation：PO）に整理されている（付属資料２参

照）。

【成果１】エネルギー管理と診断制度のスキーム設計がなされる。

【指標】

1.1　2014 年 3 月までに公表された全政令・省令。

1.2　2014 年 6 月までに作成する全指定事業者のリストと数。

1.3　エネルギー管理制度のガイドブック。

1.4　エネルギー管理及びエネルギー診断のデータベース。

1.5　2015 年末までにエネルギー管理制度推進に関する資金的インセンティブの供与。
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【活動】

1-1　エネルギー管理制度に必要な MEDEP の省令、決議、規則等の見直しをする。

1-2　指定事業者を特定するためのエネルギー消費調査を行う。

1-3　ガイドブックを作成する。

1-4　エネルギー管理制度のデータベースのプログラム作成を行う。

1-5　 エネルギー管理制度の促進のための省エネルギー基金やその他の基金の活用に係る計

画を策定する。

1-6　 エネルギー管理制度の促進のための省エネルギー基金やその他の基金の活用に係る計

画を実施する。

指標 1.1 に関しては、省エネルギー法下の関連法令は、政令（Decree）× 1、省令（Rulebook）
× 7、決議（Decision）× 1 で構成される予定である。その一部は 2013 年 12 月に制定・施行され、

残りは 2014 年 3 月に制定・施行される見込みであり、その予定どおり作業が進み、内容が問

題なく公表手続きが進めば、期限までに達成されるものである。指標 1.2 についても既に 2014
年 6 月の公表される予定となっている。

指標 1.3 については特に期限を設けていないが、遅くても指定事業者を対象としたセミナー

が実施される 9 月前には完成する必要がある。1.4 指標についても定期報告書が提出される前

には完成させる必要がある。エネルギー管理制度に関するガイドブックの基となるものは、既

に JICA 調査 2011 で提案されており、セルビア側で最終化する作業が残っているのみであるた

め、業務負担はあまりないと考えられる。また、データベースのプログラムの設計についても

本詳細計画策定調査時に準備がなされ、プログラム作成は MEDEP からの外注を予定している

ため、2014 年までの作成はスケジュール上問題ないと思われる。

1.5 の指標については、エネルギー管理制度スキーム設計上、指定事業者が省エネルギー計

画を実施できるように資金支援制度を構築することは制度運用上重要となる。省エネルギー

基金案については 2013 年 8 月にワーキンググループが形成されて内容が検討され、2013 年 10
月頃には公表される予定となっている。その後、引き続き各関係機関との協議を経て原資を確

保し、基金の設立が最終的に政府に承認されるまでは時間を要するとみられる。したがって、

省エネルギー基金設立については、2015 年末までに可能であるかは現時点では判断は難しい。

しかし、MEDEP は他ドナーと個別交渉を通じて、エネルギー診断補助の原資を確保するよう

に動いており、指定事業者に対し、できるだけ何らかの資金インセンティブ制度を実施するこ

とをめざし、可能な限り指定事業者による省エネルギー計画策定の初年度末までに導入できる

ことが望ましい。

【成果２】エネルギー管理士及びエネルギー診断士の座学研修プログラムが確立される。

【指標】

2.1　 2014 年 4 月までに 4 名以上のトレーナーがエネルギー管理制度の研修実施の指導を受

ける。

2.2　2014 年 9 月までに全指定事業者からのエネルギー管理士候補生が座学研修を終了する。

2.3　2014 年 12 月までにエネルギー診断士候補生向けの座学研修が 1 回以上実施される。
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【活動】

2-1　エネルギー管理士向け座学研修プログラムのカリキュラムを作成する。

2-2　エネルギー管理士向け座学研修の教科書と副教材を作成する。

2-3　エネルギー診断士向け座学研修プログラムのカリキュラムを作成する。

2-4　エネルギー診断士向け座学研修の教科書と副教材を作成する。

2-5　エネルギー管理士のトレーナーに対し、研修方法を指導する。

2-6　エネルギー診断士のトレーナー研修を実施する。

2-7　エネルギー管理士の座学研修を実施する。

2-8　エネルギー診断士の座学研修を実施する。

エネルギー管理士は、指定事業者において選任され、エネルギーを消費する設備の維持管

理、エネルギー消費効率の向上及びモニタリングを行い、エネルギー使用量とエネルギー管理

計画を取りまとめた定期報告書の作成を担う。エネルギー診断士は、指定事業者におけるエネ

ルギー診断を行い、エネルギー削減ポテンシャルを提示し、対策を提案する。エネルギー診断

士の候補としては、大学教員や民間企業のコンサルタント等でエネルギー診断に関する現場経

験が豊富な人材が想定されており、そういった人材は既に存在することが確認されている。

本来であれば、研修は座学と実技研修が同時にできることが望ましいが、初年度に関して

は、セルビア側が既に計画している 2013 年 5 月～ 9 月の研修実施スケジュールに機材調達が

間に合わないため、初年度は座学研修と試験のみ先に行い、エネルギー管理士の資格を暫定的

に付与し、機材調達が終了する次年度に実技研修を行い、正式にエネルギー管理士資格を付与

することとしている。

座学研修は対象が人口 2 万人以上と明確な地方自治体等から順次行っていく予定である。産

業、業務部門の企業は、6 月上旬までに指定事業者が確定される予定であるため、それ以降に

行っていく予定となっている。研修機関（ベオグラード大学等となる予定）が作成を担当する

ことになる。エネルギー管理士に対する座学研修のカリキュラム、教科書、副教材の原案は

JICA 調査 2011 で既に提案されている。また、市政府向けの教科書、副教材等は国連開発計画

（United Nations Development Programme：UNDP）など他ドナー支援により作成されるものがあり、

それらを参照して作成可能である。

以上にかんがみ、成果２の「エネルギー管理士及びエネルギー診断士の座学研修プログラム

が確立される」を判断する根拠指標として、トレーナーの育成、エネルギー管理士及びエネル

ギー診断士のプログラム実施状況をもって一通り確立したとみなすこととした。上記の指標は

成果というよりも活動指標に近いものとなっているが、本事業では導入初年度については、既

に公表されている計画に従って一通りスケジュールどおりに研修を実施することが最重要課題

となっていることにかんがみ、このような指標とした。評価分析の際には、トレーナー及び座

学研修の受講生に対し、プロジェクト目標達成へのインタビューと合わせて研修指導内容が役

立ったか、適切であったかなどの意見も聞いて総合的に判断されたい。

指標 2.1 のトレーナーとして想定されるのは、研修機関の大学教員が中心となる。理論が中

心となる座学研修についてはこれらの教員は既に基本的な能力があるとみなされる。したがっ

て、座学研修に関する日本側の支援の内容としては、エネルギー管理制度の指定事業者向けの

研修で必要となる指導ポイント等を伝授することのみとなっている。研修を実施していくうえ
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で最低限必要な 4 名以上のトレーナー（トレーナーの中でもコアトレーナーとなることが期待

される人材）が日本人専門家から直接指導を受け、トレーナー認定されることとした。エネル

ギー管理士についてはスケジュールで掲げられた日程までに全指定事業者から任命された人々

がすべて研修を終了することとした。診断士については現時点で具体的な人数があげられな

かったが、少なくとも初年度末までに 1 回は研修が実施されることとした。

【成果３】エネルギー管理士及びエネルギー診断士の実技研修プログラムが確立される。

【指標】

3.1　2015 年 3 月までにすべての実習機材が据付され、稼働できるようになる。

3.2　 2015 年 3 月までに 4 名以上のエネルギー管理士・診断士のトレーナーが実技研修を終

える。

3.3　2015 年 5 月までに 1 回以上のエネルギー診断士向け実技研修が実施される。

3.4　2015 年末までに 100 名以上のエネルギー管理士が実技研修を終える。

【活動】

3-1　実習機材の詳細設計をする。

3-2　実習施設を準備する。

3-3　実習機材を調達する。

3-4　実技研修プログラムのカリキュラムを作成する。

3-5　実技研修の教科書と副教材を作成する。

3-6　エネルギー管理士とエネルギー診断士のトレーナー研修を実施する。

3-7　エネルギー管理士・診断士の実技研修を実施する。

成果３については、本事業初年度は座学研修のみ先に実施され、実技研修が次年度から実施

されることから、成果４の実技研修と分けている。指標に関しては、成果２と同様の理由で

活動指標に近い指標を設定している。ただし、実技研修については、トレーナーの能力強化が

必要と判断されており、日本人専門家による直接指導に重点をおいている。したがって、評価

分析においては、プロジェクト目標の達成の判断のインタビューに合わせ、トレーナー及び実

技研修受講生については、実技研修がプロジェクト目標達成に役に立ったか否か、内容が適切

であったかについては、特に留意して検証を行うことが重要である。なお、エネルギー管理士

100 名以上が実技研修を終えることとしているが、これは最低限の数字であり、可能な限り全

員が実技研修を 2 年目までに終えるようにめざすことが望ましい。

【成果４】エネルギー管理士と診断士の資格が制度化される。

【指標】

4.1　2015 年末までに 100 以上の指定事業者にエネルギー管理士資格認定された人材がいる。

4.2　2015 年末までに 15 人以上がエネルギー診断士の資格認定を受ける。

【活動】

4-1　エネルギー管理士用試験を準備する。

4-2　エネルギー管理士試験を実施する。

4-3　エネルギー管理士の資格証明書を発行する。

4-4　エネルギー診断士用試験を準備する。
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4-5　エネルギー診断士試験を実施する。

4-6　エネルギー診断士の資格証明書を発行する。

成果４では、エネルギー管理士及び診断士の資格の正式認定がなされたことをもって、一通

り制度化まで至ったとみなすこととした。前述のとおり、座学研修が終了して理論についての

試験を受けた段階で暫定的にエネルギー管理士の認定を行うが、実技研修の実施が 2015 年と

なり、初年度のエネルギー管理士の資格認定は、実技試験終了後となることから 2015 年まで

としている。エネルギー管理士の人数については最低限の人数を示したものであり、可能であ

ればできる限り候補生全員が実技研修を終了していることが望ましい。エネルギー診断士につ

いては、産業部門において 5 年間に一度診断を受けることが義務付けられていることから、最

低限でも 15 名程度の診断士が必要と見込まれる。

【成果５】MEDEP のエネルギー管理及び診断制度の実施・管理能力が強化される。

【指標】

5.1　 MEDEP の C/P が自身でエネルギー効率化の普及・啓蒙プログラムを実施できるように

なる。

5.2　 MEDEP の C/P がマニュアルに従って指定事業者のレポートやデータをモニターできる

ようになる。

5.3　 MEDEP の C/P がエネルギー管理制度の再検討を行い、必要にしたがって改正できるよ

うになる。

【活動】

5-1　指定事業者とエネルギー管理士のための普及啓発活動・セミナーを計画する。

5-2　指定事業者とエネルギー管理士のための普及啓発・セミナーを実施する。

5-3　指定事業者のモニタリング及びチェックマニュアルを作成する。

5-4　指定事業者の監査マニュアルを作成する。

5-5　指定事業者のモニタリングを実施する。

5-6　エネルギー診断士のパフォーマンスチェックを実施する。

5-7　エネルギー管理制度の実施を再検討する。

5-8　エネルギー管理制度に必要な見直しを行う。

成果５は MEDEP の C/P を対象とした能力強化であり、指標としては、能力強化のポイント

を示した。

指標 5.1 については、指定事象者の経営者や経営担当マネージャー等を対象にしたもの、定

期報告書作成を担うエネルギー管理士を対象にしたものに分けて実施する予定である。前者

は、制度に関するガイドブックを説明資料とし、指定事象者のエネルギー管理制度への理解の

促進を図ることを目的としている。後者のエネルギー管理士向けは定期報告書作成の仕方等

について普及を図るものである。MEDEP が主体となって実施し、日本側の支援としてはセミ

ナー実施に関するアドバイスをすることとなっている。セミナー実施記録の検証と合わせ、セ

ミナー参加者（指定事業者側）や MEDEP の C/P 自己評価、日本人専門家の評価の意見も参考

に実施能力について評価判断を行う。
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指標 5.2 については、指定事業者の報告書のチェックマニュアルや監査マニュアルについて

は、JICA 調査 2011 で既に提案しており、MEDEP 側による作業の最終化が残っているのみで

ある。MEDEP 側で最終化されたマニュアルの内容確認を行うとともに、モニタリングの実施

状況、MEDEP の C/P 職員の自己評価、日本人専門家の評価を総合的に分析し、能力強化がな

されたかの判断を行う。

指標 5.3 についてはエネルギー管理制度の初年度導入実績を踏まえ、必要な見直しができる

ようになることであり、日本側支援としては初年度実績を MEDEP の C/P とともに見直し、必

要な改正点についてアドバイスする点である。その際に MEDEP 自身のレビュー結果が適切で

あったか、日本側のアドバイスについて MEDEP 側が十分理解しているか否かなどの点から能

力向上の評価判断をすることになる。

２－２－４　投入（日本側、セルビア側）

（１）日本側

１）短期専門家（6 名）

総括 / 省エネルギー政策・制度

エネルギー管理制度

省エネルギー資格試験制度

省エネルギー技術（熱）

省エネルギー技術（電気）

省エネルギー技術（機材調達）

２）機材供与（省エネルギー実習機材）

ボイラー及びスチームトラップ設備、ポンプ設備、コンプレッサー設備、診断機材

（２）セルビア側

１）C/P の配置

プロジェクト・ディレクター〔MEDEP 次官（State Secretary）〕
プロジェクト・マネージャー（MEDEP 省エネルギー局長）

プロジェクト・コーディネーター（MEDEP 省エネルギー局エネルギー管理制度グ

ループ長）

別途、作業内容に応じて複数のワーキンググループを配置予定。

２）研修サイトの提供

３）事務所スペース、備品等

４）ローカルコスト負担：研修サイト準備費用、研修実施費用等
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２－２－５　外部条件とリスク分析

（１）前提条件

MEDEP がプロジェクト実施体制と研修機関を準備する。

プロジェクト実施体制について、MEDEP は、詳細計画策定調査中に日本人専門家から

提案された人数を目途に、エネルギー管理制度グループの人員やワーキンググループを確

保するように準備中である。エネルギー管理士とエネルギー診断士の研修機関に関して

は、2013 年 9 月時点で MEDEP 側からベオグラード大学を予定していることについて、公

式レターを受領済みであるが、正式な手続きとしては、2013 年 12 月発表の研修機関の決

定に関する決議（担当大臣によるもの）に従い、研修機関の公募を行って審査のうえ決定

することになる。正式決定には時間がかかるが、技術協力プロジェクト開始前には研修機

関はほぼ確定していると見込まれる。

（２）成果達成のための外部条件

・ （投入時予算以降においても）研修実施のための予算が継続的に確保される。

・ 他ドナープロジェクトが本事業実施と調整・連携される。

・ 主要 C/P が頻繁に交代しない。

研修実施のための予算確保については、MEDEP ではなく、別途研修機関側が準備する

計画があることから、成果達成における外部条件とした。また、現在関連案件を実施中の

UNDP、ドイツ国際協力公社（Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit：GIZ）等、

他ドナーとの連携することは、事業の重複を避け、成果、効果、インパクトを高めるため

に重要となる。主要 C/P がなんらかの理由で技術協力プロジェクト実施中に交代すること

はありうるが、頻繁な交代や交代人員の不在の期間が長期に及んだ場合、事業進捗を妨げ

る決定的な要因となる。

（３）プロジェクト目標達成のための外部条件

研修を受けたエネルギー管理士が各配置先においてエネルギー管理業務を担当する。

本プロジェクト目標達成において、訓練されたエネルギー管理士が所属機関で定期報告

書作成を行うことが想定されているが、それらの管理士の辞職等により、指定事業者側で

想定された業務が行えなくなった場合には、プロジェクト目標達成の阻害要因となる。

（４）上位目標達成のための外部条件

エネルギー管理制度運用継続のための予算手当が行われる。

指定事業者の省エネルギーを実現していくには、エネルギー管理制度の運用を支える予

算手当と指定事業者が省エネルギー計画を実施していくための資金インセンティブ（エネ

ルギー診断費用補助や設備更新費用の支援等）の予算が一定程度確保されていることが重
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要な条件となってくる。プロジェクト終了後においても継続的にある程度はこのような予

算が手当できない場合は上位目標達成の阻害要因となる。

２－２－６　プロジェクト活動計画（PO）

詳細計画策定調査の専門家チームが第 1 次現地調査時に技術協力プロジェクトの詳細計画調

査から本格実施までのタスクスケジュールを作成しており、それと整合するように、アウト

プット（成果）別に取りまとめた。

２－３　評価５項目による分析

本評価は、プロジェクト実施前の事前評価であることから、５項目評価のうち、現時点での妥

当性を中心に分析し、有効性、効率性、インパクト、持続性の今後の見込みについて評価した。

結論として、本事業は、セルビアの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致して

いる。研修機関の正式決定とセルビアの実施機関側のプロジェクト実施可能な最低限の C/P 体制

準備等の条件が満たされれば、 計画の適切性が認められ、実施の意義が高い。

以下各評価項目について詳細を述べる。

２－３－１　妥当性

本プロジェクトは以下の理由から妥当性があると判断できる。

（１）セルビアの開発計画・政策との整合性

本プロジェクトはセルビアの現在策定中の最新エネルギー開発戦略及び省エネルギーア

クション、また、わが国の対セルビア援助方針の重要課題である環境保全に一致する。

（２）ターゲットグループのニーズの一致

省エネルギー法に定められているエネルギー管理制度の対象となる市政府及び民間事業

者側ではエネルギー消費削減に関し、努力義務が発生する一方、所有する施設のエネル

ギー消費削減に方法に関する様々な知見を備えることが求められている。

（３）わが国の援助方針や JICA 国別事業実施計画との整合性

わが国ではエネルギー管理制度実施経験の長年のノウハウの蓄積がある。指定事業者が

現場で省エネルギーの実践を促進するにあたっての具体的な種々の対策を示し、有効なア

ドバイスを行うことで、実践的な支援を行える。

（４）他ドナー援助との関係

エネルギー管理制度の推進においては、規制による強制力とともに、指定事業者側への

実施支援の資金及び技術的な支援を供与することが肝要である。特に、公共機関のビルの

管理においては、エネルギーデータ管理の仕方など実務を容易に進める技術支援がほかに

あると指定事業者側も取り組みやすくなる。他ドナーによって実施中の市政府の建物を対

象としたエネルギーデータ管理への支援や省エネルギー事業に対する融資支援は相乗効果

を生むことが期待できる。
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２－３－２　有効性

本プロジェクトは以下の理由から有効性が認められる。

・ プロジェクト目標では指定事業者がエネルギー消費の現状分析と実施可能な省エネルギー計

画を策定する能力を備えることをめざしている。指定事業者に配置するエネルギー管理士、

そして、指定事業者の適切なエネルギー診断を支援するエネルギー診断士の育成のために必

要な座学・実技トレーニングプログラムを確立し、試験で資格を得たエネルギー管理士が

MEDEP 主導のもと、定期報告書作成に取り組む過程を通じて、省エネルギーへの取り組み

の能力を向上させることを想定している。

・ 今までの他ドナーが公的機関等の省エネルギーへの取り組みの支援を行ってきているが、そ

の際に阻害要因となったのは、省エネルギーへの取り組みへのインセンティブと実施能力不

足であった。今次のエネルギー管理制度のもと、指定事業者については省エネルギーへの取

り組みが義務となること、エネルギー使用の効率化については、トレーニングやエネルギー

診断士の支援等があることから、本プロジェクトでは指定事業者の省エネルギー活動をより

計画的かつ着実に推進することをめざしている。また、本プロジェクトでは省エネルギーの

取り組みに役立つ実技に支援の重点をおき、対象機器もボイラー、スチームトラップ等一般

的にどの施設でも使用され、省エネルギーポテンシャルがあるものに絞っている。以上から

実効性のある省エネルギー計画策定と実施促進が期待できる。

・ 本プロジェクトの期間は 2 年と短く、エネルギー管理制度の初めての施行を支援すること

にかんがみ、実施機関である MEDEP 側がどのように指定事業者に対し、指導やモニタリン

グを行えばよいかを学ぶ期間として位置づけられる。実施初年度は試行的実施段階に相当す

る。一定数以上の指定事業者が現状把握と自らが明確な省エネルギーの取り組みを示すこと

ができるようになることをめざしている。指定事業者となるエネルギー消費が多い産業やビ

ルや一定規模の都市の公的施設を担当する組織内には、エネルギー管理士候補となる経験・

知識を有する人員は存在し、トレーニングや適切なアドバイスを受けることで省エネルギー

の計画実施に関する能力向上は期待できる。

２－３－３　効率性

本プロジェクトの実施は、今後セルビア側で正式決定される実施体制や予算確保による部分

もあるが、以下の点において効率的実施が図られている。

・ セルビア側の掲げるエネルギー管理制度実施の日程は短期に多くの作業を要する点で計画

通りの遂行が厳しい状況にある。ただし、本プロジェクトに先立って実施された JICA 開発

計画調査型技術協力「エネルギー消費セクターにおけるエネルギー管理制度導入調査」にお

いて、エネルギー管理制度実施の際の資格制度、定期報告書フォーマット、報告書のチェッ

クマニュアル等の原型となるものは提案し、議論を行っていた。したがって、活動の中には

既に素材があり、本プロジェクトでは実用に向けた最終化の作業の段階となっていることか

ら、それらについてはあまり時間を要さずに進められる。

・ 本プロジェクトのインプットと活動実施のタイミング、日本側の短期専門家の構成はニーズ

に合わせ、政策・制度・技術に関する支援を予定しており、各担当の派遣はセルビア側のエ

ネルギー管理制度の実施スケジュールに合わせて投入予定である。セルビア側が決定したス

ケジュールにおける遅延のリスクは皆無ではないが、既に関連法令の策定やエネルギー管理
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制度の実施スケジュールが公式に掲げられ、セルビア側では公式作業日程通りに進めるべく

尽力中である。日本側としてもそれを前提に支援を進める予定である。

・ トレーニング実施機関は大学などの教育機関となることが想定されており、トレーナーは主

に教員となることが想定される。教員の中には民間企業においてエネルギー診断の経験を有

する人々がいる。トレーナーとしての資質は十分にある人材と人数がおり、また座学及び実

技研修のために最適なトレーニング・サイトを提供できる組織が選定される予定である。例

えば候補として考えられているベオグラード大学はそれらの条件を満たしており、本プロ

ジェクト実施が円滑に開始できるように実施前に決定されることを条件としている。

・ MEDEP 内のエネルギー管理制度実施に必要な C/P の人数や予算は事前評価時には確保でき

ていないが、同制度実施に必要な人員配置や予算については詳細計画策定調査団の専門家

チームが具体的にどのような担当が何名程度必要か、初年度にどの程度の予算規模が必要か

の目安を示しつつ、人員と予算確保を促している。MEDEP 側では今後 2014 年度予算が確保

されることから、年末にかけて必要な予算をすべて計上し、予算確保に尽力する予定であ

る。またトレーニング担当組織からのトレーニング実施予算手当についても検討している。

２－３－４　インパクト

本プロジェクトのインパクトは以下のようなインパクトの発現が予測できる。

（１）上位目標の達成見込み

上位目標は EU 指令で定められたエネルギー消費削減の努力目標、そしてそれに即して

作成されたセルビアでのエネルギー消費削減目標の達成に直接寄与することをめざしてい

る。ボイラーやスチームトラップといった設備機器の運用改善のほかに投資資金を要する

ものがあるが、各指定事業者が適切な省エネルギー計画を策定し、実施していくことによ

り達成可能な目標指標をおいた。他ドナー支援も含め、省エネルギー事業の資金支援ス

キームを確実に実施することで上位目標達成の可能性が高まることとなる。

（２）その他のインパクト

その他のインパクトについては、本プロジェクトが大学等教育機関で実施されることに

なれば、教員がエネルギー管理制度に精通することで、将来的にエネルギー管理士や診断

士となりうる一般学生への教育効果も期待される。

２－３－５　持続性

本案件の持続性の見込みは、以下のように予測できる。

（１）政策面

エネルギー共同体の加盟国として、今後も 3 カ年ごとのエネルギー効率化アクションプ

ランの作成が求められている。国際社会からの要請に基づき、セルビアの省エネルギー政

策の推進は継続されるとみられる。
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（２）組織・制度面

C/P 機関である MEDEP 側担当者やトレーニング組織候補となる大学側にはエネルギー

管理制度への取り組みに高い意欲がある。エネルギー管理制度の取り組みは省エネルギー

推進のうえで不可欠となっており、制度の持続性は見込まれると考えられる。制度を実施

する組織体制を整えるには時間を要するが、トレーニング組織の持続性は見込まれること

が期待できる。MEDEP の組織体制については政治的影響を受けやすいため、持続性につ

いて懸念があるが、組織改編があっても制度運営の知見は組織内に残るよう、本プロジェ

クト実施中においては省内で本プロジェクトに関与する人員を適切に選定し、一定数確保

するように努めることで持続性がある程度担保することが可能となる。

（３）技術面

セルビア国内にはトレーナー、エネルギー管理士、エネルギー診断士の候補とみられる

人材の中には意欲が高く、現場経験もあり、知識吸収能力が高い人材が一定割合いるとみ

られる。本プロジェクトによる技術支援後においても、学んだ知識を継続して現場で生か

していくことが見込まれる。

（４）財務面

2013 年度はセルビア政府の財政赤字問題がさらに深刻化しており、MEDEP の予算につ

いて要請通り配分されるか否か厳しい状況にある。そのような状況を考慮し、MEDEP は

トレーニング実施機関からの資金拠出負担を検討しており、またエネルギー管理士及び診

断士の試験料金や診断機器の貸与料金を徴収して制度運営の資金源とすることが予定され

ている。さらに、将来的には政府予算や国際ドナーからの協力資金を原資とする省エネル

ギー基金を設置し、同基金から制度運営資金を得る計画を策定中である。したがって、プ

ロジェクト開始後と当面の活動継続はなされるとみられる。また効果・インパクトを支え

る側面的資金支援としては、指定事業者の省エネルギー事業実施のための技術及び側面的

な資金支援の予定があり、本プロジェクトとの連携が可能であれば、効果発現の促進が見

込まれる。

２－４　技術協力実施上の留意点

２－４－１　エネルギー管理制度の実施計画と本事業のスケジュール管理

セルビア側は、エネルギー管理制度を 2015 年 1 月より運用開始することを決定している。

このため、今後のスケジュールについては、セルビア側の関連法令の策定完了と公表が最優先

事項であるとともに、順次、研修機関の正式決定と対象指定事業者の公表が必要であり、研修

サイト準備や研修テキスト作成を迅速に行う必要がある。また、適宜、供与機材である省エネ

ルギー実習機材の調達または通関に係る免税措置を確保する必要がある。これらセルビア側が

主に負担する事項は、作業の遅れのほか、調整・承認などの手続きにも時間を要する可能性が

ある。現行の PO はセルビア側が掲げるタイトなスケジュールを前提に日本側の投入のタイミ

ングを計画しているため、遅延が生じる場合は早めに見極め、必要に応じて日本側の専門家派

遣や機材投入スケジュールの再調整を適宜行う。
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２－４－２　PDM の達成目標数値の見直し

エネルギー管理制度下の指定事業者の決定のためのベースライン調査は、プロジェクト開始

後に行われる予定となっている。事前評価時点では、プロジェクト目標や上位目標の数値につ

いては過去の JICA 調査 2011（開発計画調査型技術協力）で算定した推定値等を参照している。

したがって、指定事業者が正式に確定した数値をみて、事前評価時点であげた目標数値が妥

当か否かを再確認し、必要あれば本事業の合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）
での協議を経て見直しを行う。

２－４－３　他ドナーとの連携

本事業の実施においては、本事業の枠組みのみならず、その他にも指定事業者による省エネ

ルギー事業推進のための資金・技術支援がタイミング良く供与されることが重要である。エネ

ルギー管理制度の推進においては、省エネルギー分野で支援を行っている他ドナーと密接に情

報交換し、連携を行うことによって有効性やインパクトが高まることが期待できる。

人口 2 万人以上の地方自治体の建物はエネルギー管理制度の対象となり、同様の対象につい

て技術支援を行っている GIZ と UNDP ではエネルギーデータ管理のためのデータプログラム

や研修テキスト等を作成しつつある。特にこれらのドナーとは、事業内容に重複はないことが

確認されているものの、対象事業者の一部として地方自治体が重なるため、本事業のデータ

ベースや研修テキスト作成において、適宜参照する予定である。本事業の研修実施や定期報告

書の作成においては GIZ と UNDP とは適宜情報交換し、効果発現のために首尾良く必要な連

携や調整を行うことが望ましい。

他にも省エネルギー事業への融資を行っている KfW、省エネルギー融資とともに ESCO の

育成を支援しつつある EBRD ともエネルギー管理制度実施の推進に資するように適宜情報交換

し、連携等を検討することが考えられる。

２－５　実習機材の基本計画

機材の基本計画について、以下に示す。なお、詳細は付属資料５として添付されている。

２－５－１　実習機材の構成（案）

省エネルギーに係る技術移転に必要な実習機材は、ボイラー・スチームトラップ設備、エア

コンプレッサー設備、ポンプ設備、計測機器で構成されていることを確認しており、MEDEP
と合意した。それぞれの構成部品と機能については、表２－１のとおりである。なお、測定機

器の構成と見積価格の詳細については、「３－２－３」を参照のこと。
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表２－１　実習機材の提案設備と主な実習内容（案）

番号 設備名 主な構成部品 主な実修内容

1
ボイラー・

スチームトラッ

プ設備

・ ボイラー

‐蒸発能力：250 kg/h
‐蒸気圧力：0.8 MPaG
・ 軟水装置

・ 給水装置

・ ボイラーの構造及び運転方法

・ 適正空気比（燃焼空気 / 燃料）運転

による省エネ効果

・ エコノマイザー（給水予熱器）の省

エネ効果

・ 省エネ診断用計測器使用方法

・ タイプの違った 5 種類のスチー

ムトラップ

・ 各種スチームトラップの構造と選定

方法

・ スチームトラップの点検方法

・ 蒸気バルブ保温による省エネ効果

・ 省エネ診断用計測器使用方法

2
エアコンプレッ

サー設備

・ インバーター式及び Load / Unload 
式エアコンプレッサー（2 台）

‐スクリュー式

‐モーター：11 kW
‐圧縮空気圧力；0.8 MPaG

・ エアドラーヤー

・ エアホルダー

・ エアコンプレッサーの設備内容と運

転方法

・ 効率的なエアコンプレッサーの運転

方法

・ インバーターエアコンプレッサーの

省エネ性

・ 小開口部からの漏洩空気量

・ 圧縮空気配管の圧力損失計算

・ 高効率エアブローノズルの省エネ効

果

・ 省エネ診断用計測器使用方法

3 ポンプ設備

・ 水ポンプ

‐ タイプ：インバーター式渦巻

ポンプ

‐流量：18 m3/h
‐揚程：30 m

・ 循環水タンク

・ 渦巻ポンプの特性

・ インバーターポンプの省エネ性

・ 水配管の圧力損失計算

・ 省エネ診断用計測器使用方法

4 計測機器

・ データロガー（携帯式）

・ 電流計

・ 圧力計

・ 熱電対

・ 赤外線サーモグラフィ

・ 遠赤外温度計

・ クランプメーター

・ パワーメーター（携帯式）

・ 超音波リークディテクター（携

帯式）

・ 超音波流量計（携帯式）

・ 排ガス分析器（携帯式）

・ スチームトラップ検査機

・ 照度計

・ デ ー タ ロ ガ ー（マ ル チ 機 能：

CO2、温度、湿度）

・ 流速計

・ その他（工具、スペアパーツ等）

・ エネルギー管理研修用

・ エネルギー診断研修用
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２－５－２　実習機材のレイアウト（案）

ベオグラード大学機械工学部内の実習機材を以下に示す。

 図２－１　実習機材レイアウト（案）

２－５－３　現地調達に係るサブコントラクター候補

詳細計画策定調査において、実習機材のサブコントラクター候補として、5 社程度特定され

ている。詳細は、第３章の表３－７を参照のこと。

２－５－４　供与機材の調達方法（案）

詳細計画策定調査における調達方法（案）として、計測機器を除く、ボイラー・スチームト

ラップ設備、エアコンプレッサー設備、ポンプ設備を、現地調達とする予定である。現地調

達の際には、第３章の表３－７にあるサブコントラクター候補を参照し、指名競争入札による

ターンキー契約を想定している。計測機器については、別途、コンサルタント契約に内包化す

ることを想定し、調達する予定である。また、個別の主要機器については、2 社以上の参考銘

柄を示すことを想定している。実習機材の据付に伴う研修機関の改修費用などは、原則として

セルビア側が負担・実施することを想定している。なお、これらの計画は、暫定的な案であ

り、最終的には調達を実施する際に決定される。
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第３章　セルビアにおけるエネルギー管理制度・診断制度の動向

本調査では、3 回の現地調査を通じて詳細計画策定調査を行い、省エネルギー政策・制度の策

定状況の確認及び制度設計への助言、並びに本格協力の枠組みの確認等を行った。以下に現地調

査ごとに確認・提案した内容を記載する。

３－１　第 1 回現地調査の結果

３－１－１　省エネルギー推進に係る上位政策

（１）国家開発戦略

2025 年までのエネルギーセクター全般の開発戦略を提案する“Energy Sector Development 
Strategy of the Republic of Serbia for the Period by 2025 with Projections by 2030”が、2013 年 6
月にドラフトとして提案されている。

これは MEDEP がベオグラード大学に委託したもので、省エネルギーに関わる目標やア

クションプランは以下のとおり記載されている。

 

図３－１　国家開発戦略における省エネルギーの位置づけ

省エネルギーはすべてのセクターで推進されることを目的として、エネルギー原単位に

よる目標値を掲げている。また具体的な戦略プランには本件に関連して以下の文言が記載

されている。

・　省エネルギー法の継続的な策定
20

・　エネルギー管理制度の導入

（２）省エネルギー法の制定

１）省エネルギー法の構成

省エネルギー法は、2013 年 3 月に制定され、既に発効している（非公式英訳は、付

属資料３を参照のこと）。省エネルギー法の構成は以下のとおりである。

20
　省エネルギー法は 2013 年 3 月に制定済み。2013 年 11 月現在、政令・規則等の 2 次法を準備中。
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Ⅰ　基本規定

Ⅱ　エネルギー効率利用の方針

Ⅲ　エネルギー管理制度

Ⅳ　製品の省エネラベリング

Ⅴ　電気及び熱の生成・送配部門、天然ガス供給での最小エネルギー効率の必要条件

Ⅵ　資金調達、インセンティブ及びその他の措置

Ⅶ　監査

Ⅷ　罰則

Ⅸ　経過措置、最終条項

上記の構成にみられるとおり、本省エネルギー法では、エネルギーの効率的な利用

を達成するために、政府の役割や対象に関する基本的な規定・方針が定められており、

主に、エネルギー管理制度（Ⅲ）、エネルギー消費機器の省エネラベリング（Ⅳ）、電気・

熱の生成・送配部門及び天然ガス供給における最小エネルギー効率基準（Ⅴ）等の方策

の導入がうたわれている。また、これら方策に伴う資金源や適用方法、インセンティ

ブ（Ⅵ）、監査（Ⅶ）、罰則（Ⅷ）等の方針についても規定されている。

これら方策のうち、本プロジェクトの対象であるエネルギー管理制度については、

２）に詳述する。それ以外の方策の概要は以下のとおりである。

ａ）エネルギー消費機器の省エネラベリング（Ⅳ）

製造業者に対象製品について製品のエネルギー効率を記載した省エネルギーラベ

ル、技術情報等を提供する義務を課している。小売業者には、製品を展示する際には

本省エネルギー法にのっとった省エネルギーラベルを貼付するなどの義務が課されて

いる。また、省エネルギーラベルが満たすべき条件については方向性は提示されて

いるが、その詳細や製品タイプ等については MEDEP 大臣より発信される（Minister 
Remit）。このほかに Eco-design（製品が遵守すべきエコデザイン要件）等についても

規定されている。

ｂ ）電気及び熱の生成・送配部門及び天然ガスの供給における最低エネルギー効率基

準（V）

これら部門において最低エネルギー効率基準の遵守が該当事業者に課されている。

同時に電気・熱の計量及びその情報提供等についての義務が規定されている。

ｃ）省エネルギーを促進するための資金の調達・管理・分配等の措置（Ⅵ）

資金源としては政府予算、地方自治体予算、国際援助機関からの借入等があげられ

ており、本法にのっとり調達管理される資金の管理のために Budget Fund が設立され

ることとなっている。このほか、エスコ（Energy Service Company：ESCO）について

の言及や公的セクターの義務等についての規定がある。

ｄ）監査（Ⅶ）及び罰則（Ⅷ）

本法の監査は MEDEP によりなされるという基本方針のもと、各方策の監査の基本

方針、監査官等の権利と義務、罰則等（罰金を含む）に関する事項が規定されている。

このほかにエネルギー管理制度（Energy Management System：EMS）に関連する内容

としては、エネルギー管理士、エネルギー診断士の責務と違反時の措置（罰金等含む）
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等についての記載がある。

２）エネルギー管理制度

省エネルギー法のⅢにエネルギー管理制度が規定されているが、その主な内容は以下

のとおりである。

・ 政府及び MEDEP の実施事項

・ 指定事業者（Designated Parties）の定義

・ 省エネルギー目標値の設定

・ 指定事業者の義務

・ エネルギー管理士

・ エネルギー診断士

・ エネルギー管理士・エネルギー診断士の合格証明書（Certificates）と免状

・ 研修機関

・ 監査（Ⅶに規定）

・ 罰則（Ⅷに規定）

ａ）政府及び MEDEP の実施事項

政府は MEDEP の提案に基づき法以下の規則を制定する。MEDEP の実施事項とし

ては、定期（年次）報告書の収拾、データベースによる管理、モニタリングの実施、

エネルギー管理士、診断士の研修・試験の手配、免状の発行、Budget Fund の管理等

がある。

ｂ）指定事業者の定義

指定事業者は次の 4 種類が定義されている。

i） 産業部門でエネルギー消費量がしきい値
21
以上の会社

ii） 商業・業務部門でエネルギー消費量がしきい値以上の会社

iii）  産業部門で i）には該当しないが、合算でエネルギー消費量が ii）のしきい値以

上となる会社

iv） 人口 2 万人以上の自治体等を含む公的機関

 指定事業者は、企業単位ではなく、サイトごとに定められる見通しである。

ｃ）省エネルギー目標値の設定

MEDEP の提案に基づき、政府は年次の省エネルギー目標を決定する。

ｄ）指定事業者の義務

指定事業者には、エネルギー管理士の選任と報告、省エネルギー計画の策定と実

施、MEDEP への定期（年次）報告書の提出、5 年に一度のエネルギー診断の実施等

の義務が課されている。

ｅ）エネルギー管理士

指定事業者に選任されるエネルギー管理士は、エネルギー消費量データ収集・分

析、省エネルギー計画の策定・実施、定期報告書の作成等の実施義務がある。

ｆ）エネルギー診断士

認定エネルギー診断士（Authorized Energy Auditor）には法人、また個人の認定され

21
　今後制定される政省令によって、しきい値は定められる予定。
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た者がなれる。指定事業者が実施する 5 年に一度のエネルギー診断は認定エネルギー

診断士により実施される必要がある。ただし、認定エネルギー診断士と指定事業者と

の間に利益相反がある場合は、当該エネルギー診断士による診断は実施できない。

エネルギー診断報告書は定められた様式に基づき MEDEP に報告され、MEDEP は

データベースを管理する。エネルギー診断報告書の項目としては、エネルギーバラン

ス、省エネルギー方策、省エネルギー量、二酸化炭素排出削減量等があげられている

が、詳細につき大臣より発信予定である。エネルギー診断の方法についても詳細につ

き発信される予定である。

ｇ）エネルギー管理士・エネルギー診断士の合格証明書（Certificates）と免状

エネルギー管理士、エネルギー診断士ともに、MEDEP 大臣より試験に合格した者

に合格証明書が発行される。受験にあたっての要件については省エネルギー法に規定

がある。エネルギー診断士の受験要件の一つにエネルギー管理士の合格証明書の保有

がある。なお、試験は有償である。

エネルギー管理士、エネルギー診断士の免状は、各合格証明書保持に加え、更なる

条件
22
を満たした申請者について審査のうえ、MEDEP大臣より与えられる。また、こ

れら免状はある条件のもとで取り消される場合がある。

ｈ）研修機関

エネルギー管理士試験を対象とした研修は、MEDEP 大臣による指定機関により実

施される。指定機関の詳細要件については別途決定される。

ｉ）監査（Inspection）
監査者は、指定事業者の報告書内容、エネルギー診断の実施有無等だけでなく、保

有する設備についても監査を実施できる。

ｊ）罰則

ある条件のもとで RSD500,000 から RSD1,000,000 の罰金が指定事業者に課される可

能性がある。ある条件のもとで RSD500,000 から RSD1,000,000 の罰金が認定エネル

ギー診断士に課される可能性がある
23
。

３－１－２　MEDEP の組織体制

MEDEP は、下記のとおり 7 つの部局から構成されている。

①  Electricity Department
②  Oil and Gas Department
③  Department of Energy Efficiency and Renewable Energy Resources
④  Department for Planning and Management in Environment Sector
⑤  Environmental Protection Department
⑥  Control and Surveillance Department
⑦  Department for International Cooperation and Project Management

22
　「更なる条件」は、現段階では規定されていない。

23
　「ある条件」は、現段階では規定されていない。
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３－１－３　省エネルギー推進に係る組織体制

省エネルギー推進は、MEDEP 内の省エネルギー部（Department of Energy Efficiency）が担当し、

さらにエネルギー管理制度の制度準備はエネルギー管理制度準備グループ（Energy Management 
System Group）が主に行っている。

エネルギー管理制度準備グループは、現状（2013 年 7 月時点）で 1 名の専任スタッフと複

数のアドバイザーにより運営されているが、アドバイザーはエネルギー管理制度専任ではない

ため人材的には不足気味といえる。

そのほか、推進体制の一部に、ベオグラード大学機械工学部がある。次官補などのポストを

同大学の教授が務めるなど MEDEP とも関係が深い。同大学は、エネルギー管理士・診断士の

試験・研修等を行う実施機関として有望視されており、エネルギー管理制度のうちエネルギー

管理士の教育プログラム作成を支援する組織としても期待されている。

なお、開発計画実施時（2011 年）にエネルギー管理士・診断士の試験・研修実施機関とし

て想定されていた省エネルギー庁（Serbian Energy Efficiency Agency：SEEA）は、2012 年 5 月の

政権交代（7 月末新政権発足）に伴い、2012 年 10 月に解体・廃止されている。

43 

断士に課される可能性がある。23 
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Renewable Energy Resources 

Belgrade University  

Faculty of Mechanical Engineering 

図３－２　エネルギー管理制度の準備体制図

３－１－４　エネルギー管理制度・診断制度の確認

（１）変更点の概要

エネルギー管理制度・診断制度は、JICA が 2011 年に実施した開発調査で最終提案され

たものであるが、当時から変更があった箇所について確認を行った。当該変更に伴い制度

の見直しが必要な場合、あわせて提案を行う。

調査の結果、変更があった箇所は以下の点である。

・　 SEEA の廃止に伴い、試験・研修機関を別途指定する必要が生じたこと。

・　 指定事業者向けに省エネルギー診断を義務化し、産業セクターは 5 年に 1 回の頻度で

実施すること。その他セクターは 10 年に 1 回の頻度で実施すること。

・　 省エネルギー診断結果の要約をエネルギー診断士から MEDEP に提出すること。

・　 エネルギー管理士を補佐するエネルギー管理員は廃止すること。

・　 民間セクターの指定事業者は、エネルギー管理士（Outsourced Energy Manager）の外

注は認めないこと。
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（２）エネルギー管理制度実施体制（変更後）

これら変更点を踏まえた実施体制図を以下に示す。
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Organizations 
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Submission of 
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Inspection to 
check the 
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Audit Report

MEDEP
• Law and regulations
• Policy making
• Registration and checking Periodical Report and making database
• Issuing license of Energy Manager and Accredited Energy Auditor
• Inspection

MEDEP
• Law and regulations
• Policy making
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• Inspection
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Accredited Energy Auditor
• Dissemination programs

Training Organizations
• Provision of training program 
• Qualification of Energy Manager and
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Designated Organization (Company and Site) 
•Assignment of candidates of Energy Manager and dispatching them to training program for qualification 
•EE&C activities initiated by the qualified Energy Manager
•Making Periodical Report and submission of Periodical Report to the Ministry
•Conducting mandatory energy audit periodically by Accredited Energy Auditor

Designated Organization (Company and Site) 
•Assignment of candidates of Energy Manager and dispatching them to training program for qualification 
•EE&C activities initiated by the qualified Energy Manager
•Making Periodical Report and submission of Periodical Report to the Ministry
•Conducting mandatory energy audit periodically by Accredited Energy Auditor

Inspector
 Random Inspection
 Instruction if necessary
 Judgment of penalty

Inspector
 Random Inspection
 Instruction if necessary
 Judgment of penalty

Summary
Audit
Report

Accredited Energy Auditor
Mandatory Energy Audit
(every 5 years for Industry,
every 10 years for M&M
and buildings)

Accredited Energy Auditor
Mandatory Energy Audit
(every 5 years for Industry,
every 10 years for M&M
and buildings)

* M&M：Ministries and Municipalities

図３－３　エネルギー管理制度実施体制（変更後）
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図３－４　エネルギー管理士の配置図
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（３）その他制度上の確認ポイント

開発調査時に制度設計を行ったが、当時の議論ポイントから漏れていた下記 2 点につい

て、改めて協議を行い方向性を確認した。

１）テナントのあるビルの管理対象者

テナントのあるビルについては、2008 年の日本における省エネルギー改正法内容と

同様に、ビルオーナー及びテナントの両方が管理対象とすることを確認した。

この場合、共用部のエネルギー使用は、メータや案分計算等でカウントを行い、ビル

オーナーとテナントの両方にカウントされることになる。

 

Building Owner= (a) – (e) – (g)
Tenant 1= (b) + (d) + (e), Tenant 2= (c) + (f) + (g)   
* (b), (c), (d) and (f) are double-counted in owner and tenants.
* Owner and tenants share information and estimates (b), (c), (d) and (f) consumption if meters are 
not installed. 

Building Owner (Whole Building)

Common
Chiller

AHU

AHU

Cooling & 
Heating Air

Cooling & 
Heating Air

PAC

M

Lighting Lighting

Equipment

Equipment

PAC

Lighting Lighting

Equipment

Equipment
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Energy (b)
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M
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M
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Cooling & 
Heating Air

PAC

M

Lighting Lighting

Equipment
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Tenant 1

Tenant 2

M

M

図３－５　ビルのエネルギー管理対象について

２）事業所で使用する輸送機器の扱い

事業所内で使用する輸送機器は、事業所内のみで稼働することが明らかなもののみカ

ウントし、外部との出入りがある輸送機器はカウントしないこととした。
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 Energy consumption of vehicles is counted in the energy calculation 
sheet.

 Only vehicles which work inside of the site are counted. 
 Transportation cars to convey outside are out of count.

×

図３－６　事業所で使用する輸送機器の扱い

３－１－５　実習機材・計測機器のニーズ確認

第 1 回現地調査において、工場、ビルで一般的に設置されているユーティリティー設備か

ら、以下の 5 つの設備を実習機材がニーズとしてあることを確認した。これらは開発調査実施

時に確認された設備のほか、調査団側からの提案でエアコンディショニングユニットも含めた

ものである（同ユニットは、ボイラーの排気を有効活用した研修ができるため追加的に提案し

た）。

表３－１　実習機材の提案設備と主な実習内容

番号 設備名 主な構成部品 主な実修内容

1 ボイラー設備 ・ ボイラー

‐ 蒸発能力：250 kg/h
‐ 蒸気圧力：0.8 MPaG

・ 軟水装置

・ 給水装置

・ ボイラーの構造及び運転方法

・ 適正空気比（燃焼空気 / 燃料）運転による

省エネ効果

・ エコノマイザー（給水予熱器）の省エネ効

果

・ 省エネ診断用計測器使用方法

2 スチームトラッ

プ設備

・ タイプの違った 5 種類

のスチームトラップ

・ 各種スチームトラップの構造と選定方法

・ スチームトラップの点検方法

・ 蒸気バルブ保温による省エネ効果

・ 省エネ診断用計測器使用方法

3 エアコンプレッ

サー設備

・ インバーター式及び

Load / Unload 式エアコ

ンプレッサー（2 台）

‐ スクリュー式

‐ モーター：11 kW
‐ 圧 縮 空 気 圧 力；0.8 

MPaG
・ エアドラーヤー

・ エアホルダー

・ エアコンプレッサーの設備内容と運転方法

・ 効率的なエアコンプレッサーの運転方法

・ インバーターエアコンプレッサーの省エネ

性

・ 小開口部からの漏洩空気量

・ 圧縮空気配管の圧力損失計算

・ 高効率エアブローノズルの省エネ効果

・ 省エネ診断用計測器使用方法
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4 ポンプ設備 ・水ポンプ

‐ タ イ プ： イ ン バ ー

ター式渦巻ポンプ

‐ 流量：18 m3/h
‐ 揚程：30 m

・ 循環水タンク

・ 渦巻ポンプの特性

・ インバーターポンプの省エネ性

・ 水配管の圧力損失計算

・ 省エネ診断用計測器使用方法

5 エ ア コ ン デ ィ

ショニング設備

・ 小型エアハンドリング

ユニット

・ エアハンドリングユニットの構造

・ 全熱交換器の省エネ効果

・ 外気吸入量の適正化による省エネ効果

・ 省エネ診断用計測器使用方法

省エネルギー診断用計測機器については、省エネルギー診断のために必要と考えられる以下

の計測機器を提案した。なお、それぞれの数量については、実習機材で行う取扱方法の実習で

使用するものと、実際の省エネルギー診断で実施するものを考慮している。

表３－２　省エネルギー診断用計測機器の提案内容

番号 計測器名
参考銘柄

数量
メーカー 型番

1 Portable Data Logger
HIOKI E.E. Corporation
（Japan）

Memory Hi-Logger 8431 1

2 Current Sensor U_R_D Corporation（Japan）
（1）10A
（2）100A
（3）500A

2

3
（1）Pressure Sensor
（2）Power Unit

NAGANO Keiki Co., Ltd.
（Japan）

（1）KM31
（2）KR-85

3

4 k-Thermo Couple
HIOKI E.E. Corporation
（Japan）

TH-8181-5 4

5 Infrared Thermo Camera
NIPPON AVIONICS Co. Ltd.
（Japan）

F30W 5

6 Infrared Thermometer
HIOKI E.E. Corporation
（Japan）

Infrared Thermo HiTester
FT3700

6

7 Clamp Tester
HIOKI E.E. Corporation
（Japan）

Clamp-on AC/DC HiTester
3280-10

7

8 Portable Power Meter
HIOKI E.E. Corporation
（Japan）

Clamp-on Power Logger 
3360-11 and accessary

8

9 Ultra-Sonic Leak Detector T&D Co. Ltd.（Japan） Sonic Catcher 9

10
Portable Ultrasonic Flow 
Meter

GE Panametrics（USA）
Portable Ultrasonic Transit 
Time Flowmeter PT878-KIT3

10

11 Exhaust Gas Analyzer TESTO AG（Germany） Testo 320 11
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12 Steam Trap Checker
MIYAWAKI Incorporation
（Japan）

Doctor Trap Jr. Ultrasonic 
Checker PM15

12

13
Multi-Function Thermometer/
Hygrometer/Wind Velocity 
Meter

FUSO Co. Ltd（Japan） LM-8000 13

14
Multi-Function CO2 /Temp./
Humidity Logger

T&D Corporation（Japan） TR-76Ui 14

15 工具類、消耗品等 - - 15

３－１－６　実習機材のマーケット調査

実習機材建設に係るマーケット調査を行い、建設のコントラクター候補会社、機器類のメー

カー等を訪問し、必要なヒアリングを行った。訪問結果は、表３－３のとおりであるが、特に

コントラクター候補会社の 3 社のすべてから、積極的に対応したいとの回答を得た。

表３－３　実習機材建設に係るマーケット調査結果

訪問先
訪問日 訪問結果

会社名 会社の内容等

OPREMA a.d. コントラクター候

補会社

2013 年

7 月 15 日

事業内容の確認を行うとともに、実習プラン

ト建設工事の応札に対して、積極的に対応し

たいとの回答を得た。

TERMO TIM コントラクター候

補会社

7 月 15 日 事業内容の確認を行うとともに、実習プラン

ト建設工事の応札に対して、積極的に対応し

たいとの回答を得た。

SOKO Engineering コントラクター候

補会社

7 月 16 日 事業内容の確認を行うとともに、実習プラン

ト建設工事の応札に対して、積極的に対応し

たいとの回答を得た。

Robert Bosch ボイラーメーカー 7 月 16 日 ボイラー設備の仕様の確認を行うとともに、

見積提出を依頼した。（見積提出済）

Atlas Copco エアコンプレッサ 
ーメーカー

7 月 19 日 エアコンプレッサーの仕様の確認を行うとと

もに、見積提出を依頼した。（見積提出済）

BPP エアコンプレッサ 
ーメーカー

（KAESER）の代理

店

7 月 19 日 エアコンプレッサーの仕様の確認を行うとと

もに、見積提出を依頼した。（見積提出済）

Grundfos ポンプメーカー 7 月 23 日 ポンプの仕様確認を行うとともに、見積提出

を依頼した。（見積提出済）

SOKO Engineering コントラクター候

補会社の空調機器

製造工場

7 月 25 日 実習設備候補の一つであるエアハンドリング

ユニットも含め空調機器を製造している工場

を訪問、調査を行った。
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３－２　第 2 回現地調査（R/D 協議）の結果

３－２－１　エネルギー管理制度・診断制度の制度設計

（１）各組織の役割分担

開発調査時と実施体制が異なったため（SEEA が廃止）、改めて各組織の役割分担につ

いて確認を行った。

１）MEDEP
監督省である MEDEP の役割について以下の内容となること確認した。

1. Policy Making
 Law and Regulations
 Strategy and Budget Security

2. Energy Management
 Announcement of Submission of Periodical Reports
 Clarification and Check of Periodical Reports
 Check of Mandatory Energy Audit 
 Inspection
 Issue of License of EM and EA
Database

3. Training and Examination for EM and EA
 Preparation of Training Textbooks for EM and EA
 Preparation of Examination Tests for EM
 Entrusting O&M of Training Facilities and Measurement Equipment with 

a Contract to TO

 

図３－７　MEDEP の役割

上記業務を担当するための組織体制について、専任スタッフとして 3 名を常駐させ、

省内の他業務と兼任する 3 名の支援スタッフを配置することを提案し、おおむね了解さ

れた。

 

Ministry

EMS Office (full time)
Head and Exam: 1
Monitoring Staff (Private Sector): 1
Monitoring Staff (Public Sector): 1

Common Staff (part time)
Database Maintenance: 1
Data Input and Clarification: 1
Inspector: 1

図３－８　MEDEP の組織体制案

２）研修組織（Training Organization：TO）

TO は、省エネルギー法では、あるクライテリアを満たす組織が指名されることに

なっている（クライテリアは 2013 年 12 月に発表予定）。したがって、現時点では明確

には決まっておらず複数選択される可能性も残されている。調査団としては、以下の
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点に留意して研修組織を選定することを推奨した。

・　 実習機材を配置する機関は少なくとも TO の一つに選定されること

・　 TO を運営する事務所は一つとして運営の効率化を図ること

なお、2013年9月10日発行のMEDEP大臣からのレターで、以下が確認されている（レ

ターは、付属資料４を参照のこと）。

・　 ベオグラード大学機械工学科が TO として指名されること

・　 当該組織内に実習機材を配置すること

この TO は、エネルギー管理制度の試験・研修を運営するほか、制度の普及促進プロ

グラムを実施することが期待されている。TO の役割については、以下の内容を実施す

る方向を確認した。

1. Undertaking Training and Exam Programs for EM and EA
 Announcement and Reception of Application
 Collection of Training and Exam Fees from Applicants

2. Training and Examination 
 On-desk training, examination (certificates) and training of 

training facilities and equipment for EM and EA 
 Operation and Maintenance of Training Facilities 
 Issue of Certificate for EM and EA

3. Dissemination Programs
 Providing Training Programs for Third Country’s Applicants and 

General Applicants
 Provision of Membership Services to the DOs (EC magazine, 

subsidy for EA, rental of measurement equipment with charge, 
etc.)

 

図３－９　TO の役割

TO の組織体制については以下のとおり提案した。大学内組織になるという前提で、

メンバーは大学組織内からの兼任業務で賄う者と専任スタッフ 1 名（普及啓発プログラ

ム担当）を推奨した。
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TO

Training and Exam (part time)
Undertaking and Administration: 1

Dissemination (full time)
Administration &Magazine: 1

Head of MTO 
Head: 1 (part time)
Accounting: 1 (part time)

Trainers

Contract

DOs

ServicesMembership Registration

Applicants

Application Certificate

図３－ 10　TO の組織体制案

（２）TO 運営のための予算計画

TO については大学が実施するという前提でその予算について MEDEP と協議を行った。

その結果以下の方針とすることを確認した。

・　 研修・試験にかかる直接コストは申請者の研修・試験手数料支払分から充当する。

・　 人件費、実習設備の O&M コストは、大学側も閑散期に大学の授業に使えるようにす

るという前提で、大学の予算で充当する（注：大学の予算は、教育科学技術開発省と

学生の学費から構成される）。

・　 普及啓発プログラムは、政府予算または政府ファンドから充当する。

・　 それぞれの予算が不足する場合は、政府が最終的に補填する。

 

Budget Expenditure

Government Budget/Fund

Training and Exam Fees

Costs for Staff of TO 

Costs for
Dissemination Programs

Direct Costs for
Training and Exam
excluding Training 

Facilities

Government 
Budget

O&M Costs for
Training Facilities

Dissemination Budget

Training Budget

University Budget

O&M Budget

図３－ 11　TO の予算方針

３－２－２　実習機材・計測機器の優先度検討

実習機材の優先度については、MEDEP の意見として、以下のとおりであった。

①　ボイラー設備
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②　ポンプ設備

③　スチームトラップ設備

④　エアコンプレッサー設備

⑤　エアコンディショニング設備

予算の制約があることから、これらすべてを JICA の供与機材として賄うことができないこ

とを MEDEP に伝え、実習機材・計測機器全体について合理化の可能性について JICA R/D ミッ

ションチームと協議した。

その結果、以下の方針で合意することとなった。

・　 エアコンディショニング設備（エアハンドリングユニット）については、セルビアではま

だ古い建物が多く、冷房設備については、スプリット型エアコンが多く使用されている状

況があることから、優先度が低いとの判断で取り止めることとした（ただし、将来的にセ

ルビア側で設置する可能性も考慮し、当該設備のスペースは確保しておく）。

・　 スチームトラップ設備については、一つのユニットとしてのモジュール化を考えていた

が、これをボイラー設備の中の一部として考え、本来の実習機能を持たせる前提で、極力

設備の簡素化を図り、建設費用を削減することとした。

計測機器については、エアコンディショニング設備が取り止めとなったことから、一部計測

機器（アネモメーター）の購入を取り止めるとともに、またデータロガーの数量を削減するこ

ととした。

３－２－３　実習機材・計測機器の見積価格

以上の合理化を踏まえ、実習機材を見積もった結果を示す。

表３－４　実習機材の見積価格
Unit：1,000 Euro

Item Boiler Unit
Steam Trap 

Unit
Air Comp. 

Unit
Pump Unit

1. Direct Cost

1）Procurement Cost 111.5 5.5 41.5 35.0

2）Construction Cost 32.0 3.4 17.0 15.0

Direct Cost Total（A） 143.5 8.9 58.5 50.0

2. Indirect Cost（ A × 20％）（B） 28.7 1.8 11.7 10.0

A + B 172.2 10.7 70.2 60.0

3. Administrative and General
Expense
（（A+B）× 15％）

25.8 1.6 10.5 9.0

Total 198.0 12.3 80.7 69.0

Grand Total 360.0
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計測機器の見積価格は以下のとおりである。

表３－５　計測機器の見積価格

No. Name Quantity
Purpose of Use Price

Remarks
Training Audit Euro

〔Instruments for Energy Audit〕

1 Portable Data Logger 6 5 1 5,700

2 Current Sensor 30 2 28 1,080

3
Pressure Sensor（and Power 
Unit）

4（２） 2（１） 2（１） 930

4 k-Thermo Couple 5 2 3 155

5 Thermo Camera 2 1 1 5,600

6 Infrared Thermometer 2 1 1 190

7 Clamp Tester 2 1 1 145

8 Portable Power Meter 3 3 - 6,570
If required and possible, 
used for audit.

9
Portable Ultrasonic Leak 
Detector

2 1 1 1,265

10 Portable Ultrasonic Flow Meter 1 1 - 9,600
If required and possible, 
used for audit.

11 Portable Exhaust Gas Analyzer 2 1 1 3,520

12 Steam Trap Checker 2 1 1 6,050

13
Multi-Function Thermometer/ 
Hygrometer / Wind Velocity 
Meter

1 - 1 100
If possible, the handling is 
explained at training.

14
Multi-Function CO2 / Temp. / 
Humidity Logger

1 - 1 385
If possible, the handling is 
explained at training.

〔Required Tools and Materials〕

1 Tools and Aluminum Cases 2 sets 1 set 1 set 480

2 Fittings 2 sets 1 set 1 set 80

3 Consumables 2 sets 1 set 1 set 150

Total 42,000

３－２－４　エネルギー管理制度・診断制度の策定スケジュール

エネルギー管理制度・診断制度の全体スケジュールについて、JICA R/D ミッション訪問前に

協議を行った。これは R/D ミッションで協議するスケジュール・業務分担の協議作業を効率

的に行うために、事前協議を行ったものである。なお、最終的に合意した R/D ミッションに
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よるスケジュールとは必ずしも一致していない。

協議にあたって、留意した点は以下のとおりである。

・　 JICA の技術協力プロジェクト支援は早くても 2014 年 2 月からとなる。

・　 MEDEP で準備すべき 2 次法（政令・規定など）は、2013 年 12 月と 2014 年 3 月に公開さ

れることを前提に進める。したがって、これらの準備は、今回の詳細策定調査の範囲で支

援するものと、セルビア側単独で準備すべきものに分かれる（これら 2 次法の多くは、開

発調査実施時に既に提案されている内容も多いため、セルビア側単独での準備は可能と思

われる）。

・　 2015 年 1 月からエネルギー管理制度を開始するという前提で、さかのぼってエネルギー

管理士のテキスト作成や、研修プログラム等を行っていく必要がある。

・　 初年度（2014 年度）のエネルギー管理士の資格取得のための研修プログラムには、実習

設備が完成しないため、これには含まれない。初年度のエネルギー管理士は、完成後、改

めて実習設備研修を受講してもらうことになる。
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３－２－５　他ドナーの動向

現在実施中の他援助機関の省エネルギー事業に関する主要な協力は以下のとおり。

（１）ドイツ国際協力公社（GIZ）
建設・都市開発省（Ministry of Construction and Urbanism：MOCU）及び MEDEP を主要

C/P として、民間及び地方自治体（Municipality）の建物を対象とした“Energy Efficiency 
Advisory Service”を実施中である。2008 年以降、省エネルギー法案、建物のエネルギー効

率化に関する規則の策定支援、建物のエネルギーパスポート発行（建物のエネルギー消費

状況をラベリングし、公表する制度）やエネルギーデータ管理システムの構築等を通じた

建物のエネルギー効率化支援を実施中である。

GIZ によると 2013 年 9 月現在、2011 年から始まった現在実施中のフェーズは 2014 年 3
月まで実施予定となっており、その後 2014 年 4 月～ 2017 年 3 月に かけて最終フェーズ

実施される予定となっている。

建物のエネルギーエキスパートは、建物そのもののパフォーマンスを評価するシステム

で、運用上のエネルギー消費を管理するエネルギー管理制度とは直接的な関連性はないと

思われる。

（２）国連開発計画（UNDP）
MEDEP を C/P として、“Introducing Energy Management Information System in the Public Buildings”

においてエネルギー消費データ分析に関し、市政府に対する支援を着手しつつある。具体

的には、UNDP がクロアチアで作成した公共建物用のエネルギーデータ管理システムをセ

ルビアに導入し、地方自治体のエネルギー管理士のエネルギー消費モニタリング能力を強

化することが成果として見込まれている。

エネルギーデータベースでは、公共建物のエネルギーや水の消費量をモニタリングし、

エネルギー効率の指標の計算、エネルギー効率化事業の特定をできることをめざしてい

る。また、2014 年以降にも後続関連事業として地方自治体での省エネルギー関連法規定

の策定支援、エネルギー効率化事業実施能力の強化支援が検討されている。

MEDEP もエネルギー管理制度において独自のデータベースを構築する予定であるが、

エネルギー管理制度は機微な情報を含むため一部データをプロテクトするシステムである

のに対し、UNDP が構築したデータベースはフォーマットが異なり、また必ずしもプロテ

クトエリアが同一とも限らず、相互互換性はないものと思料される。一方で、UNDP が作

成した建物用のエネルギー管理に係るテキストブックや研修プログラムについては、エネ

ルギー管理士向けにも活用できる可能性があるため、MEDEP 側にその情報を提供した。

（３）ドイツ復興金融公庫（KfW）

公共建物や公共サービスに関するエネルギー消費効率化を目的とした融資については地

域暖房設備や学校の省エネルギー事業に対する融資を実施している。“Energy Efficiency in 
Public Buildings”の事業では、MEDEP を実施機関とし、3 年間にセルビア国内の 30 ～ 40
箇所の学校を対象とし、20％以上のエネルギー消費削減を目的としたエネルギー効率改

善事業を実施する。融資総額は 1,500 万ユーロとなっており、コンサルティングサービス
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部分の資金は EU からの資金支援が計画されている。対象となる学校については、WB の

“Energy Efficiency Project”で特定されたものの、対象外となったものである。また、この

事業とは別に 2014 年以降に地方自治体を対象とし、比較的大規模な省エネルギー事業に

対して、民間銀行経由で融資を行うことも計画中である。

これら KfW の支援は、公共設備向けの融資であるが、基本的には需要家の意思で借り

入れを決めるものであり、需要家側の自主活動を重んじるエネルギー管理制度とは直接的

な関係はない。ただ、このようなスキームがあることを広く周知することで、エネルギー

効率改善を推進するインセンティブプログラムの一つになる可能性がある。また、義務で

行う省エネルギー診断の結果を踏まえて、融資検討がしやすくなるというシナジー効果も

期待できる。

（４）欧州復興開発銀行（EBRD）

EBRD は地域暖房設備や産業向けの省エネルギー事業に関する融資を実施している。

2013 年より “Legal Assistance for ESCO - Project Enabling Legal Frame Work”において、主に

公共機関を対象として ESCO の設立促進のための法制度支援等を実施中である。

産業向けの省エネルギー事業融資に関しては、2009 年以降、セルビアを含む西バルカ

ン諸国の向けの Western Balkans Sustainable Energy Direct Financing Facility（WeBSEDEF）や

Western Balkan Sustainable Energy Credit Line（WeBSECLF）の枠組みの中で資金支援を行っ

てきた。これらの枠組みでのセルビア国内の融資事業実績として、民間企業のボイラー交

換や高効率産業照明システム導入等を対象とした案件がある。これらの融資スキームが

成果を上げたことから、2013 年、後続案件として、Western Balkans Sustainable Credit Line 
Facility II（WeBSEFF II）が立ち上げられた。

KfW の支援同様に、このようなスキームがあることを広く周知することで、エネル

ギー効率改善を推進するインセンティブプログラムの一つになる可能性がある。また、義

務で行う省エネルギー診断の結果を踏まえて、融資検討がしやすくなるというシナジー効

果も期待できる。

（５）世界銀行（WB）
WB については、2004 に調印され、2006 ～ 2010 年に実施された“Energy Efficiency 

Project”で学校、病院等へのエネルギー効率改善事業に資金支援した後、後続関連案件は

なかったが、2013 年 9 月現在、新規案件を検討中である。

３－３　第 3 回現地調査の結果

３－３－１　省エネルギー実習機材のサプライヤー候補

省エネルギー実習設備の建設について、JICA としてはコントラクターの選定を指名入札を

前提として考えており、その場合、入札成立のためには、最低 2 社の応札が必須となる。そ

のため、応札が確実と思われるコントラクター候補会社を 2 社以上あることを確認するため、

ローカルコントラクター候補を訪問した。
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〔2013 年 11 月 26 日（火）〕

・　  ENERGOPROJEKT OPREMA a.d.
・　  TERMO TIM d.o.o.
・　  SOKO ENGINEERING
・　  SMEEO ENGINEERING

〔11 月 27 日（水）〕

・　  TERMOENGINEERING
〔11 月 28 日（木）〕

・　  Termica BECEJ

先方には、工事の内容を十分理解してもらう必要があるため、以下の資料で説明した。

・ 　実習設備建設の背景（現在、セルビアで進められているエネルギー管理制度の内容）

・　 実習設備の内容（ボイラーユニット、スチームトラップユニット、エアコンプレッサーユ

ニット、ポンプユニットの実習設備案と実際に JICA が供与した設備の写真）

あわせて、競争入札の時期、工事完成時期等のスケジュールについても説明した。ま

た、入札適格会社であることを確認するために、工事実績、エンジニアの数、財務状況等に

ついても入手した。表３－７に、訪問したこれら 6 社のヒアリング結果を示すが、SMEEO 
ENGINEERING を除く 5 社については、積極的に応札したいとのことであった。
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Rev-2 Nov. 21,'13

Rev-1 Nov. 20,'13
Original Nov. 18,'13
Rev. No Date

1) Adding the note (P.2)
2) Revising the boiler fuel consumption (P.3)
3) Adding the note (P.10)
Adding the kind of fuel and consumption of boiler (P.3)

-

Record of Revision

Draft of Training Facilities for EE&C
and Instruments for Energy Audit

Nov., 2013

JICA Study Team

Description od Revision

Draft 
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５．省エネルギー実習機材に係る基本計画（案）
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6. Instruments for Energy Audit

Model
1 Data Logger

1) Data Logger HIOKI Corporation Japan LR8431 5
2) Battery Pack HIOKI Corporation Japan 9780 5

2 Current Sensor
1) 10A U_RD Corporation Japan CTT-10-CLS-CV10 10
2) 100A U_RD Corporation Japan CTT-10-CLS-CV100 10
3) 500A U_RD Corporation Japan CTT-10-CLS-CV500 10

3 Pressure Sensor
1) Pressure Sensor Nagano Keiki Co. Ltd. Japan KM31-175 4
2) Power Unit Nagano Keiki Co. Ltd. Japan KR-85-220 2

4 k-Thermo Couple HIOKI Corporation Japan 9810 1set(5)
5 Infrared Thermo Camera Japan Avionics  Co. Ltd. Japan F30W 2
6 Infrared Thermometer HIOKI Corporation Japan FT3700 2
7 Clamp Tester HIOKI Corporation Japan 3280-10 2
8 Portable Power Meter

1) Portable Power Meter HIOKI Corporation Japan 3360-11 3
2) Clamp Sensor HIOKI Corporation Japan 9660 12
3) SD Memory Card HIOKI Corporation Japan Z4001 3
4) Battery Pack HIOKI Corporation Japan 9459 3

9 Ultra-Sonic Leak Detector I&T Corporation Japan Sonic Catcher 2
10 Portable Ultrasonic Flow Meter FUJI Electric Co. Ltd. Japan Portaflow-C 1
11 Exhaust Gas Analyzer Testo Germany Testo320 2
12 Steam Trap Checker MIYAWAKI Corporation Japan Dr. Trap Jr. 2

13 FUSO  Co. Ltd. Japan LM-8000 1

14 Multi Function CO2 / Temp. / Humidity Logger T&D Corporation Japan TR-76Ui 1

[Other Materials]
1 Tools a set
2 Consumables a set
3 Fittings a set

Note: 1) These instruments shall be procured in Japan and carried to Derbia.

10

Quant. Remarks

Multi Function Lux Meter/Anemometer/
Thermometer

Referential Brand
番号 品名

Maker

Rev-2 
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